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平放18．年10月25畔炊言渡一周．雪原本領収裁糊暗記官穂鶴聡漕

械王4物縢4王29号僅賎率缶11財ツトトク義上鰯求剰牛（甲事件）

平成15年1ワ漉i王58号、偉民基本市帳ネットワーク差」止等訴求事件（乙事件う

〔頭弁論終結．胃串成18年7月20目

　　　　　　　　　　　　．判　　　’　決

　　　　　　当事者の表示　一　餓氏当事著胃録記載のとおり．　、

　　　　　　　　　　　　主。　　　　　　　文

　！　原告らの請求をいずれも棄却する。

　2　訴訟費用は，原告らの負担とする。

　　　　　　　　　　　　事　実　及　び理　由

第ユ、請求

　i。娃害県は；．

　　ω鶴燃台麟（平舳・年鱗第83牝よ碑畔帷蟻本台1帳沮
　　　以下r鶴紘」・とψ）・隙の・第三項の別琴第一の上楯に記鮒る国

　　　め機関及び法人（以下「佳基法上の国あ機関等」という。）に対レ，原告ら

　　　の氏名，住所，生年ぷ貿，性別，僅農繁長』ド及ぴこれらの変更欄報（以下

　　　「本人確認情報」という。）を提供してはならないJ

　　ω．被告センターに婚し、・原告らに関する佳基法30条のユーO第1硬記載の本

　　　人確認情報処理事路を繋任してはならない。

　　制　被告センターこ対し，原告らの本人確認糟鞭を通勤してはならない。

　　1・〕鯛鉢合1齢ツ’／トク（以下「艇ネ州という・」〃磁気ディス

　　　ク（こ川ご準ずる方法により二室の事項を確実に甲蝉しておくことができる

　　　も？を甑以下肥白）から鮪らの本人糠甲弾を燃㌣r－

　2　被告センターは，．一

　　（を1被告県から。受任した原告らに関する住基法30条の三P第ユ項記載の本人

　　　確認情報地理事務を行っては彼らない日
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㈹一1o一宴。　i　l15卵貼一G騒 劃覇繍一。　　　　　　　　　　　　　認・露 ＃　3／．40

　　ω・坪洲1の鱗ディ㍗から原吊め本入雫繍鱗I馳辛1・．．．

　一3・披宙県及び被告センターは，瞭告ら一に対し、連帯して，各1・ユ万円及びこ糺

　　に姑する雫事件原告らにっき平成王4年1．エ月1・2回（甲車倖訴状送塵あ一日の

　　翌日）1から・蹄賭gにつき千1度1．・年・岬一・州乙事縞状送畔

、の翌同）1から綱岬まで年5坤割合によ岬を坤えr・一

　・4一筆肯国は．・原杏らに対し，一冬i　i万円及δこれに対する甲箏井原告らにつき．’

　　絨i岬1月岬（榊訴継達め口の酬から・乙軸賭咋
　　ろき平成15年4月会5首・∴（乙事件訴状送達の同の翌冒）．から各支払済みまで

　　年5分の割合による金員を支払えr・

妻霞2　事多…の雀蝿蔓菱

　　　刺子は1二神奈11！納干蹄す蹄呼佳基ネツ．トの醐1干干り原市ちの

　　プライぐシー権等の人傑権が年害されセいるなど≒幸輯して’被告喋及ぴ被告。

」’

Zンタ P干対レ撮伸権に基づき・卿に飾る麟ットの叩羊・

・峨咋帥！上の咋イ子クに保存率㍗た原子ら舛坤徽叩

　　除をヂめる以下・上1礎蝿秤㍗坤卿牛を併せて榊虹融

　　等」午いいと辛もに1．舛韻及ぴ被芦坪に埼し1甲鵜離・・条岬選

づ氏竿宇セ≒ダニ叫1・本師湖干基づ奉屈．して・・轡竿全市i．・

　　洲及びこ榊こ対する率状送勘叩翌Fか峠坤み平年・肋割合に一一

　　よる鍵延擦春金の糞払を求めた事案である。．．

1糠咋雛鰍争い坤いケ・・則櫛酔よ蝪蹴できる・

．畿㍗‡㌃㍗㍗一11件の㍗・〕1一

　　　　締奈え1腺鎌倉市に，原告塵6図図及ぴ原告磨一1一■■■は川崎制こ，原告塵

　　　一磨一動酔矧時鮒こそれぞ丸蹄し触登録をしている蓄嚇・

・　翌　一



○喜一10－2石；1：5彗亨舳鑛　…鰯鯛 鵜・鰻 舘　卑／4畳

　　る岬1の②から⑥．色事件雫1の①、③，④。以下牽浜市に居偉する

　　原告らを総称してr横浜市に暦儀サる原告ら」という。）。・・

　イ　被告センターは，昭和45年5月王日に設立され．国と地方公共闘休と

　　の鰍こおける情報処竿シスチ合の調整に鯛する譲1菰研究書の事業を行う

　　財動法人である骨被告センタHま、住基法30条の呈Oに基づき、総務大．

　　肋亭指定袴報処砕畔し下1離され，被鵠鯛から碑を受けて・

　　修理濫30条の｝o第コ’壌記載の本人確認情報処理事務を行っている宙

ω住基法

　ア　住嬉法の国的

　　　僅基法は．布師村において，・一隻展の屠儀関係の公証，選請人名簿の筆録

　　その他の傍民に関する事務の処理の基礎とするとともに佳民の段所に劇す

　　る馳等の簡平作梛・肋ぜ下鯛こ断る記雫の齪嫡理を跳
　　ため、住刷上関する言日録を〕］三確かつ統H約に行う注展墓泰台帳の細凌を定

　　牡・もって佳民の利便を増準するととも1ビ．．国及び地方公薬園俸の行政の

合躍化に榊こと卿として諸1窟さ柞！1・条）・・繭4＝2年11叶

　　○目から施行された法律である。

　イ　佳民基本台帳一

　　　畝村幸はI蛾に基づき・個人を単位とす予鱗隼世帯ごとに編

　　成して、住良基本台帳幸作成するこ」とを義務付けられている一（釦基法6条

　　王項）。一

　　　．住蠣には・①脇②鉾舳軸1j・④齢主につ叩まそ栂

　　坤帯主で榊嘩については性帯主め氏名犀び横帯主との続繭、⑥戸籍の表

　　添ただし，本籍のない者及び木箱の醐らかでない割こっいては，そのぎ．

　　⑥秤となった細・⑦師及ぴ…の榊1砿榊蹄いて縦に鉦．

　　所を変更した者については1そ．の住所を定めた年月目緯について記載をす

　　る（儀基法γ条）も

一．3一
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制　佳疲ネットの概要

　一ア　住基ネットの導入

　　　平成王1年，住民銘木台帳湊が一部政疋され（平成ユエ年法襟第ユ33

　　号垣以下こg敏班を呼成王1年敗五」といい・平成U竿改正により改

　　工匠された俸良基本脅帳法を「平成ユ王年敗歪律基法」という中），住整ネ

　　ットが導入された。

　　　住塞ネットは，市町揖髭、都道猪県知親指建情報処現機関欝がそれぞ一

　　れ設置した凌基ネッート専溺の電子喬十算機（以下，布剛1寸長が設置した電子

　　計算機を賞ミュニケ』シ当ンサ㎞バ，略して「CS」，都道府県畑事が設

．．帥溺柵算機を腕繍サーバ」・掲牢鯛鰯繍が縄峠電
　与計表機をf指定信鍛処理機開サーバ」という。）等から成る住民繁本台・

　　媛ネットワークシステ坤用いて・鯛の鹸週鯛繰を通じて1帥村一

　　剣こおいては都遮府県知婁に＊人確認椿翻を遜畑し．一都道府県知事及ぴ指

　　蹄蝉機甲においては午岬僑撮の繊締即鰍等卸シ
　　ステムである｛乙1）。

　イ．住亀票ヨード

　　向　亀民票融一ドあ内篇

　　　　平成王1弗改正により，柱昆婁には，無作為に作成されたユOけたの

　　．癖ξ工け亭の糠辮の組み合わせから成る蝉即アドを識する

　　　こととされた（岱基法7条エ3’毎，’30条の2，住展墓六合構法施行親

　　　則脳下r施行㈱」とい・ラ。〕工条）。

　　げ）・都道府県知事による掃定

　　　　翻…達主痢：県勧事丘ま，一千笹の著罧遼府県飾事と協議一rし，佳民嚢コードが重複し’

　　　老いよう纏を甲り、鏑逆綿の千ヂ内の榊ご年当該榊

　　　村長が鯛瓢記鮒る干」と．旅きる鯛鱒十ドを雛し繍仰

　　　村長に通知する（住塁法30条の7第】，’2項）。

；壬一一



OO■O’空6；l1量垣舳；鰹…．　訟務騒『 摺・臨 ＃　竜／樹

伽指定信糠処理機関への委任’

　　　都道府県知事は，・総務大匿の編遣する指定信報処翼機関に，前記例の

　　事務を行わせることがセきる（窪基法30条の王0第τ項王，2号）。

叶市町狩鎚による僅民藥一一ドの記載及ぴ僅民への繊買

　　　市町村長は、住民基本会榎に記録されたこ．とがない者につき，’新たに

　　住民剰ビ記載をする場合1都道府県勧事から指定された佳民禦コニドめ・

　　うち．いずれ。か一を恵択してこれを鉦毘禦に記載し、速やかに．当該艶観

　　に係る翻こ対し，その言及び当該佳民票こコ」ドを書面により通知する．

　　（僅基準30条の2第2項、3窺平成11一年改正佳基法甲脚3か季5

　　条）。

’　布町村長は，薮たに住曇熟こ住民票コードを記載する場合を除いて，一

　　住民襲丑こぱ適1近に記載された｛主民簗コ｝ドを記載う‘6一（儀褒法・30条の

　　2窮専且項），　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

」’

梶@俵民築づ中ドの変更請求

　　・住民基本金糧に雫録されてい亭著は。浦撞下村劉こ対し，隼巽藥着目ド

　　の軍職の率更を請乗することができる唯裟法3」0条の3第ユ項）。

ウ　本入確認情報

　同　本人確認情報の内審

　　　．艘法上に飾る本人確雑報と氏餓黙繊純ている③賄一

　一軍隼年月臥⑧陛肌⑳住所。．⑤俺雫棄コード，⑥碑令で定める壕雫を

　　ザう（住基法3．O条の5第1項，ア条i号から3号．7丹及び13号喧

　　灯，①蹄♀生年舳雛男I』1④呼総称して「写本郷j

　　とψ．需令で定め予彌と．し下1千・一岬繋臓雫行った船

　　は，．佐展粟の記載を行った旨並むミに寧入その他の総務省令で定める記機一

　　の事由波ぴそゆ事禽が生じた年月胃，②佳昆薬の削除を行った場合は、

　　住民票の鮒察を行った言並びに転鍔その飽の総務省令で定める潴除の事

一5一



05一「竈一麦5；、1毫盲戸㍊；麟　鰯繍 ．灘・宮ミ巨 吾　了／4台

　扇及びその事由が生じた年月．日，寧座本4清報の全音聾又は一翻について

　の記載の修正を行った場合は，佳鼠察の記載の修庇を行った冒茸びに転

　．庸その俺の総務省令で定める記載の鐸正の事由及びその事出が生レた牢

　ヌ目，④住民薬千一ド1…ついて記載の修正を行。た場合牢住1民繁の紀

　戟の修理を行った旨，総務省令で定める言磁の修董の事由厘ぴ辛の事由一

　が生じた年月員並びに当該住異票の記簿の修正酬こ記載されていた窪民

　票コード’と規定されている（使民基恭芦帳鉾施行令〔以下「施行令」と

いう一事・喋帆帆干れらを総称して碑憶椥とけ㌧．
1イ…・本人確証情磁の通知

　邑　制酊r村長から都道癖県失同事への遜剣

　　　市町村髭は，住民棄の記載讐を行らだ場合、本人確認情報を都道府・．

　　縣酵に麟纈する（往基法30条め5’繁順）。・．

　b都道府県細事から指定惰報処理楼蘭への通知

　　　指造僑報処理機測こ本人確認情報に関する事務処塑を奏征した部遺

　　脚娯柔蒔一（以下「委任都道廠県即事」と｝・う二いま，市町村長かち通

　　知を受けた本人確認楕報を指定情報処習機馴干通知する（住基澁3◎

　　条のi1第ユ項）、。

㈹　本人確認憎観め保侮

　邑　都造府県知劉こよ．る保存

　　　本人確紹傭報の逓鋤を受けた都道碗県知事は、．当該本人確認情轟を．

　　磁気ディスクに記銑．保存し。干鰯や内容変更後も．原則として5年

　　間は変更箭の情報を保存する（陸基法3◎条の5第3項，施行令30

　　条の6釦号）邊

　b　縞走情灘処理機歯による保存

　　　委任都道府娯手n事か亭通知を受けた指定信擢処壌機関は。前記aと

　　同繕に本人確認借輯を記録及ぴ保篠する｛往基法30条のい第3項、

一5’一一
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　　　　施行令30条の王王）；

　　因　本人確認情報の糧傑

　　　a　市町挿畏から他の布野村憂等への提供

　　　　　市河村長は、純の布野村の布野村長その地の執行機騰であって条鰯

　　　一一で定めるものから，条例で定める事務の処理に閥し求めがあっ足とき

　　　　は、鰍で遠めると三ろにより1本人繍傭紬融する（麟法3

　　　　0条の6〕血

　　　b　都道府県矢崎から住理法．1二の圏の機溺等への提供

　　　　　都道府燥知事はi．佳基渉上の軍の搾蘭簿から1窪獲絵別表塊一下欄一

　　　　に掲げる二宰務処那に関し住民の屠佳闘係ρ秤纏のための求め坤あっ

　　　　たときに鮒傑梯剛干係る朴蹴膚報を雛す予（住麟バ

　　　　桑の7第3項）。

　　　・都道卿郊働率繍嚇内の叩秤一g畔
　　　　　都道府県失贈は，政令又は条鋼で定めるところにより，当該都道府・

　　　　県の区納の榊榊市町搬その健の紳鯛から睡法又は条例
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　・平舳鰯処琴靴肌柚があ枇とき・蟻榊！蹄こ
　　　　対し，苧任期制こ係る本人強謝奮報を鑓供す。る（佳基準・3o条の7弔

　　　　4項〕。

　　　d　都道府県剣博から飽の劫道府県知事讐への鑑供

　　　　　縦搬鯛ぽ，齢又は鋤で細るとこえにより，地の都道府

　　　　県の都道腐県勧泰その他の執行蝉関から佳塞渉等の惟令で定められた

　　　　鵠鰹雫に関岬があ÷たとき・当該雛后鮒鰍対し1・保

　　　　存期問に係る本人確認情報を提供する（窪基法30条の7第5項）。

　　　・翻道府県嫡から紬の都道蹄の醐内の卿糠警への融

　　　　　郡噂岬県知事は，政令叉は条例で定めるところにより．一触の部遺府

　　　　累g墜域内の榊τ村の制下村拝その純の執行機関から佳纂凌響の跨命

・ア．一一



○竃■o－2量；い55州；顧瓠務鋼 轄・鰯 拝　自ノ4筍

　　で定められた事群処錘讐に関し求めがあった・と．き，当該市町村長砦に

　　妊し；蹄鯛に係る本入確認繍を提供する（住鱗30条9）7第

　　a項）。

　王観道府県細事から錯定惰鞘処製機爾への委任　　．．　　’

　　　都遼府県鋤事は，指定情報処理機臨に、前記bからeまでの事務等

　　を行わ垂ることができる｛住基法30条の王O第1．項3から6号）。

㈱　本人離認糟報の滋釦及び提供の方絵

・榊雌から繍府娯締への騨
　；　綱11f村拝は、6Sから電気通信臓線を通じて，都遡符県サーバに本

　　人繍甲の和夕宇鰯する搾で週！・する．（幟・p条の瞬一

　　2項）自

　b　翻道府県知事から他の都道嫡県知事への提縦

　　　都道府県知事は．都道府県サーバから電気通信回線を逓じで．摺手

　　方の都道秤猟サ∵パにデータを送信する方法早は本人確認憎韻を記録

　　した繊ア4ズクを跳する方法で触する（隼麟・・率の・率・．

　　項．艦行令3b条の9ジ。’

　○　都道府県尖峰から佳基法上g国の機関への提僕

　　　都道府県鱒は；雛槻サバから甑通鋼線を凱て、佳裏

　　苧上の国g機関勃電嚇鐸（以下卿機騨響サT・！」ξザ

　　・う邊｝にデニタを送信する方法又は確気ディスクを送付すち方湊で提

　　辞する（施行令3C条の7ジ

　d　都道府県剣事から当該翻道府県g区域内の碗町村長等への鐸供・

　　　郡道府媒知劉ま5郡道府県サーバから率気逓信回線を通じて1福手

　　カのq　Sにデータを送f冒する方法叉は磁気ヂイスクを送付する方法で

　　鎧供する（施行令30条の8）由

　e　萎経翻道府県知事から指定情報処理機麗べの通知　　．　　∴

一島、
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　　　　　　委径部連府洪知事は，都道府梁サーバから電気連信回線を通じて，

　　　　　指定情報処理機灘一サーバにデータを送信する方法で適細するく佳憂法

　　　　　3δ条のユ1第2項）由

　　　　．重雛鯛鰹機調から緬雛月評去晦へ叩供

　　　　　　指定情報処理機関は、指定信裸処麺機閥サーバから電気輝億回線を

　　　　　通じて、摺手方の都道府県サーバヘデータを送信する方法で援銚女る

　　　　　　（住基法30条の1～第4項）。

　　　㈱本入蹄鯛の利用」　　，

　　　　　都道府県無事は，鐘銘法で定めら地た事務並びに条例で定められた事

　　　　務及．ぴ利用につき本人が局意した事務を遂行す毛とき、又は統計資料の

　　　　作成を行うときは1保存瑚簡に係る本入確認情報を利膚することができ

　　　　る（佳墓濃30一条の8策呈項）。

　　エ　筐戻華本台帳カード

　　　㈲　住疑基本台帳カー声の交付・

　　　　　窪民理本台帳に記録されている者は，そg薪が記銘されている佳’民基一

　　　　本台帳を備える榊r柿の布町栂長に対一し，自己に係る住民基本台帳カー

　　　　ド（その割干係る住融に弾さ昨雫名及雌願十ドその蝉令

　　　　で納碑琴が鱗さ午た力一ドをい九・・以ドこれを・r畔力付」と

・　！｝・の剣†を棚ことができる幟帥条の・年甲∴．

　　　」帥睡カー・1塙鰭の鮒の特例

　　　　　倖墓カード所持曽が、・一村寵転出届をした場合に招いては，転入属を鍵

　　　　出する際，転出証明書を添一える必要がない（佳基法24条の2第］碩，

　　　　鮒青書3条ジ転入地岬丁字燭ま・転入跣受け脂を転搬の市

　＾　　防村劉こ通鋼し，遜籾を受けた転膿地市皿丁村長は，氏名，生年月目，一惟’一

　　　　創，佳鵬を転入齢榊劉こ激する（／主離24条の2第3、順，

　　　　施行令2毎条め4）。これらの遜刺氏転入蜷C　S又は転出地g　Sから

一葭一
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　　　電機逓伝回線を通じて、梱手方である転出地C　S又ば鞍大地C　Sにデ｛

　　　タを送信ナる方湊で行う．（住基法24条の2第亨．劉パ

　オ　佳民繁の広域交付・

　　　住民墓木台帳に記録されている著は．・住藻カード又は所定の書類を提示

　　ずることにより，佳所地以外g市費丁村長．に対し1自己又舛自己と同一の植

　　帯に属する判こ坪碓餓あ乳の交1寺を萌求†ることができる（住雛・

　　ユ2条の2第王碩）。

　　　前記窪繁棄の請求を受けた市町村長は、請求者の健所地の榊ロア村長に対

　　・し・交締求があった雛を鹸し・嚇卿帆搬苧舛騨に繊’

　　すべき憎擬をCSを遜じて受信し。佳亭票を作成して，訴求脊1こ交付する

　　1使離ユー・条の・雫・から§率・一施？市1一・却・）．宙

用　佳基ネット関連の澁葎の施行及び倖墓ネットの鯵働状況（乙29）

　　平成王呈年与0削目・絨｝ユ徹雌辞の一うち1指定綱処麟鰯

　の指憲，住廃禦マ｛ドの指牽讐に廃する娩定が施行された（平成ユ1年改正

佳基螂欄1条1揮2号、平叙1年9角政令302号）。

　．平成14年8層5・日，平成！ユ牛碑正往基法のうち，佳尻繋コ∵ドの記競I

　本人確証糖報の逓痢、提供等に関する規定が施行され（平成エ1牢改正佳歴

法附則条1躰卒，平舳3年12触市430号）、榊丁糠ば，鐵

　都道紺県矢臓に対し，倖民の本人確認構報の通矢口幸開始した（以下，上記施

　行による佳墓ネットグ）稼働を丁住基ネット第∵次鰭働jという。）。

　　職1昨1・那睾目，荷解織こおけ蹄瀬雛の技術岬j刷こ歯

　する濃平行政手続警における楮報通信の技術の利卿こ関する砕律の雄行に

伴う鱗麟の整鰍鮒る麟・率糊1干係嚇公平腋の誰辞

務1こ鮒隙帆これらr㍗称トて・．「字1政干続オン㍗ン化き

　淡」という。｝が成立した。

　　準成ユ。5年5月3c目、．個人繕報の像護に鎮する法律似下咽人偏報保

一一 h　o一
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　護法jという。〕、行政機関の保有する姻人情灘の保護に鰯する法襟く以下

　府攻機関煩人情識保護渕という。）．独立行致接人等の保有する個人糠

報の織に関する脇鯛甥’燭人鯛輝離合縄苧・行敏燃の

鮪する臥情報鵜法の齢に的鱗鱗の鑑鱗に蘭する蝉以下．

　これら一5法を総称して、　『値入情報保護鰯遠、5法jという。．）が成立した。

　　輔15年8．月25頁、雅・工年虹佳灘のうち一確ボド等に関

する規定が齢さ昧．（物干牢虹緯捧附則蜘項・氏酬・

　年ユ月填令20号。以†，上記施行による住蟻ネットあ稼働をゴ住選ネット

第二次稼働！一という由㌧一 @　．　l
15）本人確認情報の提隼が可能な事務

　　本人確認繍の鰍が樵な事務は1当初，93鶴であったが。．平成エ

　7年三4月1．目一理昆在≡一，275事務号こ一広フ（されて㌧㌔る。

㈹’横浜市め対応

　ア　横浜市は，住基ネット第一次稼働餉の準備段階において，被告蝶．知事に

　　末人確認情報を遅蝕したが，錐基ネ’ット第一次稼働後はC　Sの綾続を好わ

　　なかった｛乙2）。横浜命では、・繊湊帝髭に対し，横板市から紋告県等へ

　　の本人確認椿灘の通知を希望しないことを中し掛る機会を存えたところ1

　　約84万人の槻沸通知の榊をした（率49。姉，非鹸の中舵

　　した者を「非通知稀塑沓］という。・）一。磯浜市は，非艦畑の中飽一をしなか」

　　った箸（以下一す遼熱希望者」という。）についても；f韮整ネ．ットの運用を

　　行っていなかったカ㍉総務省キ岬で，轍・一昨・舳，」蝉，磁1

　　纏籾更卸デー参及び栖繍盤の脇さ帆い李い冒のデータを送

　　信し・遜知希望着については・鮭拳ネットの運用を可能とする旨の含麺を

　　峠（戸2㌧

　イ　横浜命に屠窪する原告らの末人確認情轍の取扱い’

　　　横浜沸に屠佳する原告らは、横浜制こ嚇し，1それぞれr非道勧の申削

一一 g一
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　　　　を行った。姉を受け，横繍は1躯ネッート繁一次稼鱗，踏らの芥

　　　　人鰯繍を離してい幸いが，準備脇三率いで戯し乍鯛は・雛一一

　　　　燥及び絞喬幸ンターが摘除せずに像存している。

　2　主たる争点

　　川・差止誘牽讐あ可否

　　　ア　プライバシー権としての自己惰織をコンートロールする権刺．（以下．ギ自己

　　　　借纐コントローノヒ権十という。・校お。自己時報コントロール権の内亭に関

　　　　する詣裁判所の早解は後紀第4，至■11のとおりで彩る。）．に基づく差』1＝

　　　　請求韓の可否’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　　イ　氏名権1こ珪づく養般言寄求等の可否

　　　ウ玲紬による包勅賜から硝擁1こ套づく魁蒲糠の可育

　　一｛2｝損害賠償言責求の可否　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

．第3　まだる争．麻に対する革事著の主張

　　至　争点ωア（プライバシー権としての自己橋軸コントロール権に珪づく差止講

　　一葉の可否〕について

　　【原告．らの主張】

　　（ユ〕養」j＝めの婁件

　　　　畜該行為等の差立めが齋容されるためには，①牽止めの短拠となり得る擦

　　　他1灼権翻があり．②その排純的権利が優審される危険牲があれば足・りる。ま

　　　た，本件の講乗が｛隻基ネシトからの・個別の麟腕請求であ・ることからすれぱ、．

’一 @　髪仁やを認めることにより生ずる支障の捜塵は低いとギえちので．②の侵害

　　　θ）娃晩陸が高度である必要は凌い古被害らは，①尾び豊の要件に力Dえ，③そ

　　　欄中程岬本榊1権1I1芦が箸1二／回鱗臆を絞るおそ
　　　れがあるととか必要であると主張するが，一一自己精揮コント宮一ル権は憲法王

　　　一3条舌こより保障された専要な権利であり。公権力…こよる侵奪が蘭題と捻って

　　　いる」ことからすれば，③の要作はネ裏である。

’1聖一
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　　　　　　　　　　もっとも，自己清翻コントロール纏も無糊辰に裸譲され号やけではな’くジ

　　　　　　　　公共の福祉のため必要がある場合には柄当の綿臓を受ける余遡がある。し加

　　　　　　　　　し，自己清鍛。！トロール権の綱醒の許否については、自己惰織コント目一

　　　　　　　　ル権の重要娃や，一いったん侵轡きれた場合には回復が不可能な権利であると

　　　　　　　　いう憧格からすれば，一安易な比較衡量で独なく，滋搬な審査を行うぺきであ

　　　　　　　　　る。・具体約には、最議錨平成1僻働第王656昔平成ユ5年9月エ2日第

　　　　　　　　’二伸廷判決・．昆集6・巻8号9．73真似下Ir平成・・年簸糊とい

　　　　　　　　　いで示され蝉苧の．と苧り，繊とへ岬人鯛の臓い…こは1個人

　　　　　　　　蝸意嚇が蝦㍗・・。囎’承諾が評しない場馴こは・舳の蹄一

＿　　　　　（1旨億一・承諾を得ることが不可能，菌難であったという緊急姓の鄭！：の存否．

　　　　　　　　　ギ平）むにやまれ晦春一雄」略要不可欠な秘盤〕φ存否、その場合の手段あ禍

　　　　　　　　　地より制鱗で次い粋に選ひ／昇る一諸の締）叩いて巌播に判断すべ．

　　　　　　　　きである。

　　　　　　　．｛2〕プライバ†経として年甲報コントむ一ル甲子墓づく本人騒耀の

　　　　　　　　凍護

　　　　　　　　ア　プライバシー権ξしてあ倉弓情報箏ソト白一ノレ権の傑鰺

　　　　　　　　　　プライバシー権ぽ，私人闘における不法行為上の概念として，私事の公

　　　　　　　　　開や私生縁への侵入を拒絶する権利ととらえるだけでは不十分であり，全

　　　　　　　　　俸主義の経験をその成立6）歴史的背景とし、近代☆憲室義そのもめをそめ

　　　　　　　　　成酬卿鰍す予騨て率要な公法岬棲秘として，融一1一・条に

　　　　　　　　　　よって融き午てい予’と∵1べきで紬。．

　　　　　　　　　　　と一りわけ．．冷冒の一コンビュニタ技術の進展…こ伴う萬渡に発達した情報化一，

　　　　　　　　　社会壬こおいては、白さに鰯する脩報の悩者への開示，手鍋度ぴ提供の古否

　　　　　　　　　　を自分で決め一る輝利1．す李わち・自己情響をコント螂一ルする薙利を麹ある

　　　　　　　　　・必要があり，プライパシrの権利には、この自己鰭報コントロール種が重

　　　　　　　　　要な一向審として含まれると解すべきである。自己情報コント目一ル権は．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．13一
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　　　　　　　　則苧的に．は。縞覇主蝪㍉①自己に寧する構報の収集・取得。②そ？保有

　　　　　　　　・季1j用．③その開示・提供をコントロールする権剥をいい，劉三派生的に

　　　　　　　　は，④自己の惰鞭の鰯宗請求権，訂正請求権が蓄まれる。

一　　　　　イ　ブライバシニ権の爆護め対象と．レての本入確激情報

　　　　　　　　同　鑑本一4憶綴について一

　　　　　　　　　　基本4僚報は，値入識別のため、最も鑑水的がつ不可欠な情報である。

　　　　　　　　　そして，一鑑本4欄報は，それ自体が重要左衛鞭であるというだけで恋く’

　　　　　　　　　付加して記録漫び堺古されている咽入傭鍛」総体の索引・検索情報と

　　　　　　　　　して意義を有するものである。

　　　　　　　　　　被師は・蝉法上，雫名・鉾卵，1生別1切キいった構報雌

　　　∫一」・　　　　棄から公願の対象とされて一きたことから、基本4情報は秘駐性．妻1保護

　　　　　　　　　齢抵いと蟻するが・鉢岬；式年軍家トド・変鰯ト牢

　　　　　　　　　となり，．脳人増報」総体の索引・検索構親として意義を有十るもので

　　　　　　　　　あり・鰯から住蝉」1！公開・されてきた脇鰍・生甲舶展び佳．

　　　　　　　　　別とは惟質か異なるものであるから．これをr高トに論ずることは譲一りで

　　　　　　　　　あるし，一現在．、一この住基法上の公開規定は児直しが進められているので

　　　　　　　　　あるから、被害らの主張絃不合蝦である。

　　　　　　　　㍑：一往畏翼コニド1とつ．いて

　　　　　　　　　　蝦票㌃ドは・・川欣という苧大鮒千数を用いて国断人プ

　　　　　　　　　に対して重複しないように付されている国民各極大の固有の番号である

　　　　　　　　　とともに・各微鞘ごとあ鮒を職幹って用いられる」r共通醐

　　　　　　　　　でもある。・

　　　　　　　　　　そして、’住民票コードが付されたデニタベースが作域された携合、住

　　　　　　　　　民票コードは・特定の伸人偏郊について・歪確輝比かっ簡便に検索や名

　　　　　　　　　審せやデプマッテングを仰ごとので章る「マス宇一キ1と帥得

　　　　　　　　　’るものである唱
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　　したがって。生民棄真一ドが，．轡匿，坪護する必要性が極めて高度な

　情報であることは疑いのないもの・である骨

㈲一変更惰翻について．

　　変更情報とは，典動事出（す転入」，　舳全」，　F職権記載等」，

　噸削，　「死亡」，　「職権消除等」；　i転居」、　丁職権修正等j，

　唯毘琴コニドの記載の変更誘求」〒　τ住昂禦コニドの職権記載等」の

いずれかの騨がさ狐）・異蹄月販嘩動1tの牢人砕鱗純

　いう。佳所に観わる変更は一ギ転入」、　r転出」．，　ギ転居」として殺われ，

生年岬に駈る変鮒咄匂等として坤札隼輝㌃ドの鞭
　一については，　「住曳巣コードの記載の変更鯖求」緒として扱われるから，’

　氏名文は姓別芦こ鱒わる変更のみが「」幟権修正答」として扱われるこ一とに

　なる。・

　　したがっ文，　徽権修正等」は，1それが氏名又は性別に蘭わる変更な一

との身宇土蝉票率繊蝉じたことを撒雌ること！こ粋．一

　　したがって，変更情報も秘匿性が高く，重要な憶籔であることは明ら

　かである。・’．

因　情報の一体性

　　俵基ネッ．トにゃいて、本人確鯉僑轍が基本釣1こは一体となって準遜し，

　ネットワでク上で共有されているということ圭ま、I本人確諏情報の婁康護

僅の離を判断する上で重要な手とで坤。ひ左かたまりとして妹人．

　鶴呂情報の方が1偶々の情報が別々に徐荏する場合に比して，飛躍釣に

要坪離が騨午鯛らかである。

㈱　国民の懸念，拒絶感

　　実際に多くの国民が，自己の本人確総情報が従基ネッート上を流通させ

　られること．について，深刻匁懸念を抱き，住基ネーツトの参加の意思を間

　わ打た場合干こは，佳墓ネットヘの参掬を糎縫している。例えば、住歴ネ」．．

一満一
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　　　ットヘの参カ到について選択権を与えられた横漢市民は，人篠総体のおよ

　　　・そ4分の王に当たる約84万人力惟珪ネットヘの参カ鼻を明示酌、．曽飾勺一

　　　．に拒絶←た・．

　，㈱　以上の各事実を鏑まえ、住基ネシト上で流通させら糺る氷人確認精轍

　　　．は，プライづシー権の保護の対象となるξいうべきセある。一

13〕　自己情報コントローノレ権侵審及びそのおそれ

ア漉ネット．上に箪報を樋さ章ること帥による麟

　　　前述のとおり，俊基ネット上を流通させられている本人確認情報はいず

　　れも自己情報コントロール権による像護の対象となるものである。

　　　したがっ’て，佳墓ネットにより，原告らの本入確総情報を，’原告らの帰：

　．蔵なく、むしろ明確栓意思に反して三・・青屠岱魯治体以外の機関に通知や提

　　傑をす一る形で流遙させ，保移することば，それ自体により原警らが有して

　　いる’本人確認情報に対するコン．トロニル権を翼に侵害して．いるというぺき

　　セある。

　イ　ーデータマ．ツチングによる自己憎餓コントロール権の侵害のおそれ

　　　韓ネットの導不により・・すべての醐’こ中有の川岬岬頚㌃

　　ドを付したことから、住最票・コ」ドを÷スタ∵一キーとして、集積した惰諏

　　をデニタマーツテングすること力河能となった台被害らは，住薮漬上，．デー

　　’タァッテ1ノク律禁止されて∵るから・そのおそれはない幸主張するが。佳

　　墓ネット導入までの経艦讐牟らすれぱ，佳蕗ネットは、国最総背療管制を

　　索現するための端緒とい・うべきであるし，．佳墓ネットのシ子テ今上，デー

　　タヤッテングすることが可能である以」二，そのおそれは爾いというべきで

　　ある。

．ウ　滞報綴えい及び目的外利用割こよ・る侵客のおそれ

　　置開係者による漏えい及び貝的外利用等のおそ糺

　　　　。従前の佳民銘本会媛関連での値入溝報の漏えい等の多くは，帥部的要因
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によるもの畔納脇い榊・鰯坤靴よって・麟
　萱が講じられ、守秘義務や罰則によって戒められていながらも，一公務員を

　含めた従事瀞そめ飽の者によって，．漏えいや昌的外利用がされてきたもの

　である。

　　また、法による規制等は，法改正でいくらでも、制限等を解除すること

ができる・、塊に・蝉＊ットに閥し下みてもI憾ネッ／で絹セきる

　固め機関等の事務の種類だっいて1平成王ユ年の偉暦法改正醐こは93

　事務であっ年ものが1その後。不破工．4年2月。平蔵ユ5年王2兄。平

成1綿エ月，畔・貞、艀・2項と痩融る法鞭によつち雛

　では275事務に拡大されている。　　　」．　．　一　一　　　　．　’

　　したがって，法線1峻等の整備によって，漏えい’目的外利滞の危険を避

　ける万金准糟擾を翻るこふはでき准いものである宙

一げ〕セキュリティの不備によ一 髦Rえい・改ざん等の危険性

　　一睡ネッ・トの職は1すべてネットワーク化的でい平字，その干

　ちどこか工か捌こでも脆弱な、有があればネッ1・ワーク全体が脆弱となる

　と’いうシステム釣，構造的奉脆弱性を有している。しかるに、各自治体

　の住湛ネットシステムの現場では．セキュリティ凝準を守り，ニシピュ

ブネット㌃クの雄岬す苧ための俸窃燃を睡え・か・月々一

　更新していく一だけの鮨カも，財較的な裏付けもないところが多数ある吐

　以上のと’おり、住墓ネットは，二機遭的な脆弱性を有している。

　　例えば，・平成1．享年9月から王1月’の閲，長野県本人確認慌報保護審

　議会の委員である吉閉勧太邸らによる調査チームが，長野県内の3らの

　虜治体（ド伊那郡河智村、薮誘郡下調餓町，東筑摩郡渡剛jぎ）一のCS等．

　’について安全姓を確認するための実験調査く以下帳野県優入実験」一と

も1う由）師った繍によ紙C3！CS秤の0S（○Sとは・キ

　ーポード入力や魎萌出力といった入出力磁能やディ・ズクやメモリの管ヨ姜巨

一！す一
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　筈．多くのアプリケーションソフトから炎通して手1」用される基本的な機

　能を提供し、寛ンヒ㌧一夕システム全俸を管理するソフトウェアをいう．

　帯3－5一〕の管理着権限（ネットワしクを管理チる㌣ステム管理者の権限

であり・管琴権隈を有する者は・ウィバウ外・鋤O・のすべて

の機能畔える一甲35｝を酪師るこ午が鰯干舳野の僻端
　未からρ’S．C　S端末のC　Sを操作することが可能であり，庁内一L　A　N　・

・及び既存俵姦ネ’ツートのセキュリティが極めて率ヰ分であるなどの脆弱性

　が言曇苧らえ孔狂。

　　そうすると，傍基ネットの管理者以外の宥が，’療砦らめ居住自治体以

　外の市1町村にあるG　S端末の管理者擦鰻を略奪し、局端末を攻撃錦索か

　≒遠隔撮作す肴ことにより。錦定情機処饗機関サーバ，被告県†ニバ’

　原告ら各居僅自治俸のC　Sサーバに正規の操作巻を装ってアクセスして、

j卿の本人鱗離不甲子鮒る平鮒三率傭午帷麟の写
しを取毎す干鰍■蝪る」といえる・さ今に・’憾†ットの畔薪以外

の翻㍉原著らの帰住自治体の琴存佳紛一バに碓帥レ住熊コ

　ードを含む原告らの岬人情鞭を不正に閲覧する一色陳性及び跳存サーノく内

　の原告らの個人情輝を改ざんし、そφ情報毎佳基ネットシステム内に送

　り出すことkより、同システム内の原告らの本人確懇情熱を改ざんする

　危険性が菱）るといえ季㌧

（ヴ軸流出の事例

　　北野斜螂斜叩坤㍉平成1・午岬ころ1蝿干麟ネ
ツ・ト関連備擬を含むデータ芦・卜・・Mに燃して紬馴モ細

　あパソコンに入れ．このパソコンを零幌していたところ，コンビよ一夕

ウヤに感染岬め・舛畔干ろに栓って・キ記デ・タファイ

　ルが外部に流錫した二とがあ1った。謹た，．繕島県東・白州郡塙町において，

　平成・1．6隼．会謡の趨腐割こ佳民禦三一ドが記載された名露が配布され

一1宮一



㈹一1岳’一26；1155㈱；騎兵　霊覇繍 鈍・麗 理20ノ蝸

　　　　　　たこともあった。亭ら1三，北海道紘布において，職1一・年から平碑

　　　　　　　17年の瀧．複数回にわたり，・職員により．佳珪ネット閥遠のデータが

　　　　　　不正ド魔覧さ。れたことが発覚した。

　　　’同　住基ネットの冒酌につい七

　　　　ア　経費及び行政事務の増大

　　　　　　被告らは；僅銘ネットの導入により纏費肖11減及び行政事務g効率化が図．

　　　　　　られると主張するが，被告らの試算には根拠がなく，現斜こは，かえって．

　　　　　」地方公共団体ド多大の経喪及び行政事務の繕火をもたらす可能憧があり，

　　　　　極め†非効率駒なものである。．

　　　　イ．一俵鎚の便益

　　　　　　被奮らは．佳蓬ネットの導入により，鮭象票の広域交付、各郡中蒲雫統

　　　　　一におけ一る省三野繁提出の省略，年金．事務における現況属の提出の廃止，転出

・　入掬鱗化など・師の使呼が触ると搬†私
　　　　　　　しかレ，」般岱毘が焦鼠繁の交村を受ける機会はさほど辛いし。各自治．

　　　　　綱干おい丈，盤ネッ・ト導入前から・卿近の雌臓下の坪票の鵜

　　　　　せ，滅びに、繍妙㈱等におけ雛願あ鮒等のトビス紡って

　　　　　おり・藁本な粥を投下一トてま咋麟の広蝉付制戯作る必要は帆

　　　　　また，現在国の楼蘭導が佳基ネヅ1トを利用することができるとされて一いる一

　　　　　　275予務のうち健も仰辮の卿添付畜類として，戸籍謄率’抄本■

　　　　　印鑑鉦鱗が雌と辛れる事務桝すぺ七住坤干しのみで足戸

　　　　　るということでも柵・がら，綾告らがま張するほどの奉噸惟は存しないと．

　　　　　いうべきである目．さらに・午錦潮こ飾る現況届の鰯の駈たついて

　　　　　　も．，対象となる佳昂の負趨は，毎年】．同郵送さ一れてくるはぷきに必要事項

　　　　　㈱人し下艀坤って返苧するとレ’う．もので’しかないから！一鞍がその

　　　　　ような負担を苦繍と感ずるという泰実自体何ら根虹のない主張である坦転　I

　　　　　出入手続の簡素化についても，従来から，鞍山煽を郵送で提出し，転出証

一I豆■
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　　明書を郵送で返送してもらう1二とが可能であったから，特に，住塞ネット

　　により佳民の鎮担が軽減するキい油けでも校い1しかも1案鰹の転居に

　　竿レて1率1鱗の璃岬鮒ではなく・一子どもの雫人輯統熾

　　保険や国民縫康保険の給付率続，牽金や水道料の清算珪どのたあに役所の

　　窓酬こ行く必要がある。

　　　一したがって，多くの住麟ことっては’佳墓ネットの導入にプライバシー

　　・権を優奮してもやむを緑ないよう松メリットがあるわけではない。．

　ウ　．往慈カードの剰j用率I

　　　被害らは、住墓カードの有用性を強調するか，往基カニドあ利用率は極

　　めて娃率である。このことは，国民にIと・って、個…墓カードの有用性が存し

　．准いことを示すも」のと」いえる。

　工　公的纏入認証サ』ビス

　　　公的頼人融斑サービスーの有用僅は，徒基ネットシステムの導入を内審と

　　する平成．王ユ年敗雌灘が成立した後に間竿1ござ㍗て。きたものであって，一

　　国会での論議も経ておらず1一後から付けカ脱られた理南という．ほか匁い。

　オ　電子敦麻・。電子自治体の寒現について

　　　．鰍府・電†自砕鯛が浮草したのは・平畔岬熾鋤戒

　一立鵬のことで舳軒鰍・静自治嫁の碑が艇法概の帥で

　　あり，蝉襟であるという一こと丑キ、韓に反するもので帆

平木件達止識の蝉唯一計鮒

　　鮪ら榊めているのは・鶴ネバめ鯛銚の宰止めではなく1酷

らのみの灘縦あるからi本件差止誠を認めるこ一 ﾆ1こよる嫡辛少加．・1幸一

　ずである。

㈲結論一

　　以上，往基ネットには，原告らの嚢巴情報コントロール権を現…こ侵害して

　一いる、叉は侵害するおそれがある以上，木峰差止諾求を認めるべきである。
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正続磐らの童張】　　一　。　　．　，　　　　　　　　　　’

一・ジープヲイバシー平としての妃槽報コン／ロー！レ綱づ／本人蝉騨？’

　婆保護性

　アプライバシー権と・一しての配㈱コン．トトル権の鱗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　プライバシーの法的爆護の内容は，みだりに私焦繕へ鐘入されたり，勉

　　人に痢られたくない私生活上の事実又は情報を公開されたりしない利益と

　　　レて把握されるべきであっ亡，原告らが主張するよう栓き己情報身ントロ

　　ール癌は，その実質的彼内容、範岡，濃約性格についても様々な見解がお

　　り，権利としての成熟陸が認められないものである一から．差止請求の根拠

　　となる排他的権利とはいえない。

　イ　プライバシー権の保護め対象としての本人確認滞報

　　　側1・舵鰍ン／トル平を敵る現竿に笠づたとLても1基午一

　　4情報は，摺入を識別するための単純な情報にすぎないものであり；もと

　　もと健基港．王2条に基づき、何人でも鰯覧讐を’求めることができるもので

　　あ季から幣竈性は低く・プライバシー権の保護の対劉干はな宇ない。事た・

　　鹸字一ド及び変更竿報も・およそ個入の人格的自捧棚上かかわらな

　　い鰯’㈱事坤す平1こすぎず∵脇信条など個人幟

　　鵜緯に鱗†亭よ・うなも叩もないから，ブ？イバシー権の傑即臓

　　と｛ま走らな㌧、。

　　　また，法は，．住民築・コー．ドを名寄せのマスタ∵キーにして、データマッ

　　チ㍗することを戸糠していないのであるか亭・雅らの蟻のように∴

　　デー羊マッチングのおそれがあることを前提にして・秘匿の必要僅を判断

　　すべきではなし㌔　一．一　　　∵
｛2…権利便蜜及びそのおそれの不祥程’．

　ア・自弓情報コントむ一ル権の侵害の不存在

　　同　住墓按ほ．本人確認情灘．の行政薗酌の利刷こついて．本人の承諾を必

．2】’
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　薬としていない二とについて

　　仮に．本人確綴清報が貞己情灘コントロール権による裸護の請象とな

　るとしても，佳基法は，その立法員一的において．管政の合理化のため、

　都道府県や圏の機関が個々の俸最め承諾を得ずに儀民票記載情報を季1鵬

　することを当然1こ争定している。

　　したがって，・住兇頚記載惰縄を渡人の承諸を得ること彼く行政同曲の

　ため季1潤したからと」いって，・これが良己情報箏ントロニル艦り鐘霧に当

　たると科する余地は栓い。

．三イ〕デブ下ツ㍗グによる優靴そのおそれの不評

　亭艦郎坤デプマツテングの禁止　　　　　　　1
　　　住燃・・条叩・は。本人鰯鯛あ髪鰭ほ。当鉢人確締一

　　観の提供を受時ることが認められた事養の地理以外の自的一のたあに1

　　麦頒した本人確総椿離の剃用又は提供をしてはならない旨・を明確に窺

　　足し，帥勺緬囲内ρ利用欝に当たら准いデータマジテングを禁止して一

　　いる。・

　　　二また・行政機鰍一椀さ㈱胴目的確戚に必要な鰯を敵

　　て鰯大清轍を保有しでぽ松ら払いし〔行政機関仙人情報傑譲睦3条2

　　．項）、、行政機関の剣ま，季1凋資約以外の自酌のたあに保有個人情報を’

　　自ら利用し，叉は提供しそば牟らないのであるから（繭絵8条耳項）．

　　行政機麗は。これらの繍定に‡っヤもi日弗鉦囲内の利用細こ当たら

　　ないデータヤシテングを禁じられている與；

　b　違反行為に対する処病規定の存在’

　　　自的範鰯内の豹j用等に当たらないデータマッチングを行うことは、

　　鰯帥条の・蝉の鰯上の鰯の甑畔するため，懲戒一

　　隼分の対象となる．（国零公務貫法82象地方公務貫法29条）。

　　　ま牟、一徹鯛の瀬拭胃的鎚帥の剣鵬に縦らないたタ

一22一
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マッチングや名書せを行うために、本人確認惰靭こ闘争．る秘密が記載

　された文笥図悶叉は電磁酌記録を収集した場合にぼ，行撃機蘭個人

情報保護法55条による処罰規定がある自

　　さらに，目的徽山内の零畑割と当たら松いデータマッチングや名驚

せを肋せるた帆雛鯛揮機関の投融び蝉’（僧裁・・．

条のユ7集3項）．本人擦鰯情報の提供を受けた鰯の機関等の職員が，

そ？知り得た本入確認情報に関する秘密を他の国の機関嘩に漏らした

場合には1公務鼻あ守碑義務違反等に該当し。粥罰の対象．となるく題

家公務員削09・条1’2号，．王OC条ユ風2項，地方公睦貫法60

条坤…粂．1項1・項・声機鮪人情鰍蝉・・一条・・坤

．午勘2季∵　　　　　　　　　1
○　遼軍珂為に対する窮三郡こよる藪続機関の存在

　年拳法30条め9第1項は，都道府県にI自的範圏内の零幌讐に蚤

た・らかいデータマ㌢テングや名喬せ等を監視寺る役割を桓ラ第三着機

　灘の設置字義務付ヴている。ま先1同法30条の15第ユ項は，指定

惰報処遠機歯にも，同様の役割を損う第三蓄機鰯を設置するよう義務

付茱．ナている。

　　さ．らにI　幌気通箪回線。を通じた送橘又は磁気ディスクの送付の方

法並びに磁気ディメクヘの記録及びその保存の方法に関する技術的基

準｛総辞繍・鴫手下『蜘1テイ憂雫ザといリゴ・

4王）により，郡遼府県蝕事は，本人確認構報の提僕先ヤある国の機

鱗における本人確鮪報の管猷況に？いて即機麟に雛を求

め，鯛に鑓するよう麟十ることができ，榊細も．都道府県

鋼率を経由して前記のよ．うな報告讐を要請することができるとされて

おり，この点においても、住基法、ヒの国の機関等が本人確諒情報を不

適脈鮎ことを馳する制度的な鵬ある。

一里3．一
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　　d　データマッチングできない佳基ネットの仕組み・

　　　　携走脩報処理機撒ま．住基法上の国の機関割こ対し、泰人確認幡軸

　　　を提供すること舛予憲’きれているものの（局法30条のユO）・本人

　　　確認情報以外の個人構報を収集，管麹する癌隈ぽ付与されておらず，

　　　国の機鰯等もそのような傭轍を指定清錘処壇猫蜘こ対して提供する権

　　　限や義語は認められていない。したがって．指定糖報処理機灘・におい

　　　て、歯の機劇等が録有する情報を縫合することは不可能で島る。

　　　　窪た一、住歴ネットは，それぞれの機関が妾れぞれ受領した本人確認

　　　柚報を分散レそ讐覇することを竈臓として予定している上，実際上も、

　　　’指定情報処理機関及び本人確認構娃の提供を受けた窪基法、との国φ機

　　　鱗は・それぞ㈱して繍磁し下1’るところ・．これら燃

　　　等が分数醤理している情報を統…的に収集し得る主体もシステムも俸

　　　産しない。

一1ウ〕09CD8原則に即した條＝譲措置

　　　住姥法は・①偶人データの牧集制寧の原則’＠デ＾タ内脊の原則（刺

　　罵固的とデータ内容の痺青地・班確偉及ぴ最新性）、③目的窮確化の岬

　　則’④利用制隈の原員1j。⑤安全像碑の原員ヨj、⑥公開め原飢．③鰯入季仰I、一

　　一の療剣，・⑨賓任の原則を窪めたOECD8原則を踏漢え、l1展開での利

　　絹禁迎，12贈憲情報処躍機開サーべ冬鄭遺府県サニバでの保有欄報め限

　　定，制ネットワ｝クの外音匿への情報援僕ρ睡定，ω術敏機関に対する保

　一護輝義務，㈱報漏えい防止。16）榊奉すにおける供民隷台帳システ

　　ムめ保護i1淋峻運脚こ関する住民参カロ、18鹿録の最新1重及ぴ道確性の

　　確媒を講じている。

イ　自己情報コントロール権の権利便客の危険性の不祥夜

　1ア1＋分なセキュ’リティ対策　　．r

　　語・制度面からの対策

一脳■



○膏一1ト2百一 G 1：5盲洲：麟　一…鰯鰯 諾・羅 埋26／ヰ岳．

　　住基ネッ’トに関・しては、翻道府県及び潟走情報処理機関が繰看する一

儲報は本人離総情報に限定されていること，佳基法上，本人確認情報

　の錐僕を受ける機閥や目的が鰻定されていること，一本人確認補報を戦

　り扱う者の貢俸を明確作し、本人確副腎報の俸護のためg第忌暫機悶

　の設置が義務付けられていること、住艶票箏一ドの利周を制限してい・

　ること、・セキュリティ盤準により，灘係各機開における緊急時対応計

溺を策定するよう走められているこ1となど，需膿繭からセキュリティ

対策が講じられている。

b　I O部からの侵入防止策

　　物融勺な侵入に対しては1セキュリティ基準により，建物讐への鐸

入防止策が規定されている。・　　　・　　　　．

　　凄た．電気通信働線経釧こよる鍾入に対しては，住基ネットのため

の奪周回線及ぴ専用交換装鐙を採用し，閉鎖的ネットワークを実現し．

　ぞいることか・ら，正しい通信相手鎖外σ）番と接続することがなく，混

線や癌えいが起こることやコンビ易一夕ウィルスに侵入されることも

乍い？さら。に・住基ネットでは・暗号技繍評価肇軍会において実金陣

が確認された公開錘方式1こより、禍亙観経，暗号遡信を行っ・てジる車

力竈えて。’儀歴ネットでは。・蝉信プロトコルの繍艮、徹底した纈ンピュ

　　　　　　　　、一夕ウイルス・セキュリアイドル対策の繋施を行い．枯樋勧こ

対して民ファイアウォール岳こより瀬磁断・常蹴視師ってい

　る。

。欄の不都坤．

畔や関岬出・卿甲為11糺ては一雫岬が一
科せられ，指定備報処霧機関に対する監督が行われる規産が設けられ

ているも

　　まち・本人確認情報の検索に蔭し，端末に所定の輝会条件を入力し一

一那一



○壱一1・O一室壱1．1：5服舳鱗　鰯鯛 糟・簸 吾皇フ／4壷

　　　　　　　ないと本人確認惜鍛の提供を受けられ柵、ようにヂるなど，寧当者が

　　　　　　　当郎人繍を容易に嫉索できないよ．うな離が欝じられているし，

　　　　　　　そもそもアクセス権限のない繊貫箏が乗入確謝騰鉦データベースベア．

．　　　　　　クセスするIことはできないように巷っている。屯して、指定惰報処彊

　　　　　　　機関は・定期的にア’クセスログ（ア。クセ手記録）を解析することとさ

　　　　　　　札不正アクセスに対する適働な捗蟹を講ずることができる。一

　　　　　　　　さら1こ，本人確綴情報の提供状況について住民から鯛示談乗があっ

　　　　　　　た場合，輝人情報琢護条例によ．り，一鯛示するこ一ととされている。

　　　　　　d　外部監査等によるセキュリティ確保

　　　　　　　　平成1ミ’5年、各市町村は、．指定儒報処藻機関及ぴ総務省あ作成した

　　　　　　　チェツぞリスト中老わ！テ欄の率検灘し・織㈱干

　　　　　　　基づく指導を受けた。1荒峰工月一から3月までのi削ご全国108の地方

　　　　　　　自淋1ご苧いて1一さら1千・蜘・叩から・岬で螂こ年国

　　　　　　　99の地方自治体において，．それぞれ外部監査法入によるシステム壷

　　　　　　　畿銚実施し・そ蹄舵榊ユリティ強伽と活用した。1

　　　　　　。住鋤一ド加キュリテ仲策

　　　　　　　　住墓カードの交付及ぴ携翻刻希望着に駆ら狐」絶方自治体が碑自

　　　　　　　に提供する窪基カrドを利殖したサrビスは条例により隈建され，ど　’

　　　　　　　のようなサ」ビスを受けるかについても徒剛こ選択権が与受られてい一

　　　　　　　る曲技締箇でも、』CカJドを操用・し；暗証磐浄の設定讐により、不

　　　　　　　正利用を防止する対策が講じられている。

　一　　　け）長野県侵入実験による安全性の確認

　　　　　　　長野県侵入集駿につ斗・て，原告らのま彊は、公正とは言い難い調査遼

　　　　　　報及鮪鍋に基づくもの叩1むしろ・秒縮麟及び率野

　　　　　’県鍛終鰯制こよれぱ、長野県寝入実験により，外部のインタ］ネットか

　　　　　　。ら焦墓ネット本俸への侵入ができなかったこと及び被告幸ンター；こおい

’郷一



○邑一号自一室竃i ■5章湘欄浜　霊務顎『 擁・露 骨宣巷／4壱

　　　　　　て智珊する本人確認備轍への影響が全くなかったことが弔一らかとなり。

　　　　　佳墓ネットの安全性がより萌確になったというぺきである。

　　制　住基卑ット導入による佳琵の便益の増進，行政事務の効率化

　　　ア僅基ネットの意義及ぴ目的等

　　　　　篤塵に摘報化された境代社会において，全国酌な広がりを持っ本住民の

　　　　移動辛交流という実態に合わせて，行政サーどスを南確かつ効率的に提僕

　　　　　していく必要があり、また，高齢者や被災者等の弱制こ対する配慮に行き

　　　　煽いた社会を雛鎮するためのセイフティ・ネットも必要である，住爵蕪本台

　　　　嘘の全国的な電窮化が進んでいるξと一から，これをネットワークで接続す

　　　　岬紳1的淋人繍シス秘が安偏に鱗できるし、鵬にとっ如

　　　　・面倒な行政手続が簡略化さ一れ、行政職員ガ貨1」減も可能となる邑住基ネット

　　　　は、こめような発想から生まれたシステムであって，．その日的は．行政サー

　　　　二ビ子の向一。ミニ≒行政事務の効率化で苧る。。

　　　イ．電子致府・電子自治俸の築翼のためあ佳套ネットの単要性　　　、・

　　　　　平成12坪，．政府は工不戦踏会議を設蟹し．lTIを国家戦略として推進

　　　　することとした。そのような流れの中で，鮭基ネットは，電子政府二電子

　　　　望治体め基盤1となる不可欠なシメテ五であると位置付けられている。．

　　　ウ齪g負握騨と千丁婚務の癖但

　　　　　各輝g中誘及び帰由の際に・一住民に義務付けられていた住民票6季し讐・

　　　　σ）蜂出の負紐が解消され、．行政側も事務効奉の肉上や事務の正磁1帖が実現

　　　　　した。

　　　工　行致手続のオンライン化ρための公的値入鍵証与一ビス

　　　　　平成工・年一騎政府・訣自帥の麟のため，行釦統オンラ仲

、　　　’他3法が成立し，行政手続について，オンラインによることも可能とする

　　　、一ための法華傭が紬れた。

　　　　　鍵洲ま・嫡甲証㌃デス雫禰曇撚㍗轍れる

一27一



05■o－26j 1155洲態誤　謝務国門 ま碧・騒 害坦畠ノ4暮

　本人確謬や。嗣誘明書発行後の異動等値親を反映するたあの早体鮒芳湊と

　して利用されている。漢た。佼憂均一ドは，インターネット中蒲を行うた

　めのユCカ山ドとして利崩されており，住基ネーツトは，公的樋人講証サー

　ビスにとっゼ下司欠の役割を果たすものである。

オ鋼材のネットワーキ化によ碓脇本省鰐務の簡純醐≒。

　一俊基ネットの導入により，佳基カ］ドの牢付を受ヴている有眼は■転入

　雇の際に権…山奏庄明書あ添付を要義しないときれた1ことカ｝らI転出言歪明書の交

付を叩るた午馳地の紬下村琴苧劉こ姓く必要がなくな水干れ・

　ドより，住嘉の褒担が軽減するのはもちろん1市町将でも転鵠証明書の発

・行に伴う事務を削減で声，事務の効率化を図ることができる。

　　牝住辞バの導千1こより・住賦／’ずれの榊村坤も般鎮

　の写しの交付を受けることができるように率つ光催民禦？広域交付）百

カ　注錨カードの有胤性

　　住基カードは、佳蓬カードに格納された住民緊コ山ドによ・り，本人確認

、を迅速かっ確実に行うことができること，市町村が条例で定めるこ二とによ

1I洲カードとし下鯛できるこ工11干・雫政府・電子自治体映

　いて，一キーチバイスとしての役割’を果たす．ものである。また，住理カ∵ド

　は、公約な身分証明書としても括搦できる。．

キ　生じ縛る便益の試窮一

　　綾害国は、住基ネシト磁築に係る費涌として，シス今ム開発経費等の導

坤糠予÷して叶！鮒一ゴンピヰプ緯織の欄経馳して

絢用鯛を駆み’蹄’行醐の経醐辞として・・6餌蹄
　俄物負捜軽減として2．7d億円の便益があると試算した。

・また・蝉千州ま・、触碑関予に飾る本人坪辮報の輔機嘩一佳

一反躰蝉務における町村岡のネッ中ク艦鱗千一ド午い．ラ

　ェCカードの基盤を提供する機能等を有寺るものであり、李約個人認証サ

一2宮＝
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　　　　一どスの不可欠の欲提となるなど，その間接酌な勧業は極めて大きい由．

　　14〕濯止めの必要僅僻容性）

　　　ア．必婁惟の考慮要素

　　　　　差上請求の適香を一軌断する場合の蓬法控の判断においては，揖需賠償鱈

　　　　球？場合以上に・鮎めの坤巣が公平自勺牟㈱干及鮒影響牽鵜岬

　　　　ればならない。

　　　　　　また，」表書らは、差止繁兼の二態様として・原告らの本人確認情報の儀

　　　　墓ネ小磯紳イメクからの削1純も・淋が，このよう蛸臓講鮒，

　　　　遡常の差五請求を融森しただけでは回避できない装大な損害が隼ずる具体

　　　　的蓋然陸が認められる場合など，ごく例外南な場合におい七のみ訴審きれ

　　　　るものである。

　　　イ　】都の住民の離脱によ名僅蟻ネットの行政庸的の鰍審．

　　　　　住民の一部にでも不鋤賭がいると，俵基法上の鎧の機繭等を・…まじめと

　　　　する本人確認情報の季蝸者にお｝）て，祥莱のシステムや事務埴襲を存溝し

　　　　なければならず，経費埆I幟効果や行故事鶴の勤率化が著しく減殺されるぱ

　　　　かりカ㍉・新たな事務処理やシステムの改鐸が心裏となり1これらの経費は．

　　　　鶴ネバの鯛を纏する謎含め1ご錐民の加となる。．

　　同結論　　　　．．　　　一　．　　　　，　　・　1
一　　　　一したが？て，住基ネットの運輝に伴う1権利侵害倣，’全く存在し率いか、猫1・

　　　や下縫徽なものであるのに対レ佳基ネットの運用を差し止めることに伴う

　　　一徹岬雛醜めて駄であ㍗・差岬の竿難が雫在しない干！

　　　は窮らかである蛯

　　2・争点（王〕イニ（氏名権に基づく差止請求筆の可否）につい’⊂

　　E原告らのま張】

　　ω氏名姥の側簿1

　　　　人の存在のかけがえのな．さ1代替不訂鰹陸を表すただ丁？の手段が人の’民

一鋤」



埴竃一i　o－2連；l15彗脳；義虞　魏藷鱗 魂・購　　　　　　　；【 理書1／｛6

名で滅外人脇鯛大野重され宇ければ左らない台纏人の鞭を・一

　握った憲法王3条の趣意からすると，同条は，国琵はそあ有する氏名を中核

　　として鰯人が仙人とレて尊重され，他と識別され，取り扱わ牝ることを内容

　　とす声権利，季三膿（庚名権）の保議を内包するものというぺきセある。平1腕

に率いても1雫名は坤権の二構であるとされている（師螂草郁岬

1椥芦1・号蜘・句1・日第三小艇餓・麟・・巻・号・・

　贈駄以下草駒苧3年最判」とサ’う吐）．1

（21浅名権の侵害

　　前記，第3．五臓告らの主張1，12〕1イ，け〕及び副3〕，イで主張し一走住．

　琵票コードを付し，運用することの意味，疑名を事牽することρ重要性、憲

　法王3条の趣意，紹箱63確最判の趣旨讐から十ると、佼塞ネットにより圃

　民に伶早葉コードを付し，番号で国琵午扱うこキは、憲法王一3条によって保

　障される人格権の丁内容である氏名権を侵害するものであり，一その侵害の程

　慶ば探亥1」である。

㈹　養止めの必要性｛誇導性

　　原告らは，一番号を付されることにより民謡棲垂優春され，著しい繕神的若

　締を受けそいることIから，速やかにその回復が図られるべきである卓

　　融ら咋艘r一ドφ肖脚体畔裏に行えるもので苧るし・削除した

　　と←てもそれにより竿ずる支陶継少で苧るから，耕鉦甲糟1欄めち

　れるべきである。

’…被皆らの主張】

ω」原告ら雌張†る平千権の岬

　　原をらが主張す一島股名権は．捨交上及か判例上の根拠が全く存在せず，こ．

　れらを憲法主3条に基づく人格権φ一内容として認める余地はなシ，・自

　　’賠らは，齢63幟維指摘するが，醐決は脇は，杜鋤にみ二

　れば・商人を他人から識郵j←特定する機歯を有するものであるが，周時に、

一二ヨ。一



oo－r　o一台垣11：着5洲：覇浜　記務鯛 擁・麗 拝3昌ノヰ筍

　　その鰯入からみわ，ぱ，人が鰯人として尊重される基礎であり，そめ楢入の人

　格の象徴であって。人格権の一一内審を構成すべきものというべきで牟るから。

　　人は、純人からその法名を正確に呼称されることについて，不法行為法上の

　　保護を受け傷さ人格的な利統を有するjと判示したものにすぎず。　慨名で

　扱われる」ことを人概権の｝内薯として認めるちのなどではない世

㈱権奉1腹害の不祥裡

　　　住民票。一ドは、滋本4結報をサーバ及び電幾通億回織を用いて効率榊こ

　　送信させるために技術．．ヒ新たに設けられた符合に過ぎず，そも毛も個人の人

　一捲酌極値とは無鶴係であるから，佳民票コニドが付されることによって氏名

　構が侵害されると解する余地はない。

3一一 東?11ウ（公権力による包括酌管捜からの自由権に基づく義．屹請求鯵の可

否）について

正原沓らの主嘘】

（互1公権プヨによる包括約管理からの貞南癌め保躍・

　　・公権力によって句播的に管理されない貞肉と．1声、各行攻楼蘭において、そ

　　峠ね酬こ保有†媚鯛大甲する鱗を他の！予政砕関辛交換する等し

　　て有機酌に結合し，一いつでも利扇できる’状麟ζ蟹か札ることを扱絶する自由

をいい，卿人の坤酌蜥こ不破な維とレて，’醐・条㍗舳

　一塵及ぴ牽福遭求権jによって保障され，一翻…1槻髄控を有する具体的な権利で

　　ある。

㈱　公権力．による包括的管理からの自由権の侵害一

　　名縦の蜘㎞とし獅苧岬とい1鰯コ州中つ鰍．牢
　　喋繋コー一ドの利用の拡大。住墓均一1“による情報の集約化等からすると，住　’

　　墓ネットーあ運用が原告らの公権州こよ’る包括的管襲からの自肉権を侵害して

　　いることは甥らかであり，その侵害の程度は深刻である。

同　叢次めの必要性及ぴ評昏陸

一3工］
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　　　公権力…こよる包括餉管理から勿自一血は，人格権の中でも重要な位竃を占め・

　　る権利1自蘭であり1そこには他の各種歴本権の役替が伴っているこ・とを倣・

　せ考え幻，ば，・公権力による侵害行為を直ちに排除する…奏急の必要性がある，し．

　　原告らについてのみ佳基本ットg壷用を差し止めることにより生ずる支蹄は

　些少であ・るから、本傍拳地請求筆は認められるべきである百・

〔被害・らの主劉

／ユ〕原告らヵ1主張する公権力による包括約管理からの自粛薙の内容

　　　氏名権病様，源皆らが主張する綾利は，法文上及ぴ軸例上の艘拠は全く律

1呼叶雛岬堪づく雌の一概トて謡める鈍は机
12〕権利侵笛の不存在

　　　前記のとおり、’佳民票コ∵ドは人格的循植とは無鰯係であるし，一往基ネッ．

　　1噸卿こ斗！．，目平調内の率1」触趨えてデータマッチングされ，僅願’一

　　＝コードをマメダーキニとして名寄せされる具体的危険性があ’るとはおよそ想

　　定でき伽1ことか、ら・公勧による包竿1坤とい熾1畦じるものでは

　　ないことは明らかであ一る由　　　一’　・一　　　一　　　　　，

4　勢刺2〕（横書賠償請求の可否〕にらいて

・1軍師の準1一・．

ω．被告国の国家賠償責任について

　　　被告国・（内閣、．内閣総理大毘及び総務大震）は，憲法1－1条，エ3条，9

　　9条警により1憲湊を遵守し、国民の人権を保随す奇義務を負っており、選

　　恵の法の改廃や翠翔珪ど掘当の手殻を講ずることによらて、国異め人権の侵

　　害を防止す・る義務を負っているにも．かかわらず，①平成U年改正使基法附

　　副ユ条2’項に定める噸人情報の保護の万金を期するための所要あ緒置」一を

　　講じず、また施行胃までに講ずることができる兎込みがないの㌔こ，I一平成王3

千1星月棚・一轍．脾改平麟を職1戸牢・胴から平行す多

　　政令を定吟②同昌まマに、憲漆に違反する平成U牛改正住藍濃の施行，

一：地二
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　運用剛顯台を停止叉は同法を廃止する梅娑の措置を講じず、③前記．噺婆の

紬蹴な幟施？竿鱗ネシトの麟脇、馳又1鰯。
停止鋤糎蚊縄を議腕かっ牟。

　　その結果。原告らのプライバ㌣一権筆が現に侵奪誉札今後鳥侵害さ机る

餓！こ晒されているので苧るから＝綾織…1．坪奮らに対し・融賠鰍

　条1頃の貢征を質うことは明らかである。

1室）蹄螺の蹄繊雛について・

　　蹄県は・雛ユ，1条・・ユ3魚99綱手より・雛を遵㍗・平民の

　人権を保騰する義務を負っており、隼錦法上、部道府県知事が住墓ネットか

　ら離脱する権限（ネットワークを切断する樹張）をも含む悩該本人確認糟

　鞭の適切な管理のために必要な措震」．を離する権限を付与され・法的義務を

触れているにもかかわらず・ρ被告納の柑村長！こ対し・鯛禦ラード

　を指定、通知し，②本人確認†曹報を磁気φイスクに記録，．保存し，③窪姦法

　」二の園の機鰍こ情報提供し，④被告セン．ターに対し，佳崖蘂籔一ドの指定及

　び過失熾びに本人確認情報の提供讐め本人確認構報の処理に関す否毒務を委

　住し，⑤被皆センターへ本人確認憎鍛を遜掬する籍の事務を行った市．

　　そ雌平・原畔のプライバシー機が馴唯奮帥・今帥躍される

　危険に晒されてし．・るのであるから一．被告県が，原告らに対し，国家賠償法ユ

率ユ即離を負うことは那加ある。

13ジ被告センターの不法行為責任について

　　被告センターは，指定信揮処理機関と！レて．被害県から萎征を受け、原皆

　らの本人確認情報の処理に間す’る事務を行っているから，こ拙こより、プラ

イバ㌣一機幸侵害された離らに対し，下鮒為酷を負う。

1堪｝。損害額一

　　原書らは，窪墓ネットの運搦により，プライバシー権等牽侵害され続け，

猷嫌榊舗を綾つ成一φを蝉ナる金額として牛な之とも鰭ら

　　　　　　　　　　　　　　　　　’一1

一33■
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　］．人当たりユO万響が佃当である。

　　したがって，原告らの損害額は，一木件訴訟を弁護士に委焦したことにより

生味離絨額の1割に映る艦上幸鯛賂1胴と併せ．争い洲ぽ

　下ら校いものである。

【被告らの主張】

川彼鵠及び紬県の離について

　ア　公務負g行為は。一’当該公務員が職務よ項鴬尽くすぺき注意義務を尽くき

　　ず漫然と畿．該行為をしたと誰ゆ得るような事情がある場合に限り，国家謄

　　圭貫詔皇コ．条｝項号こb、う：婁≡法力…あっ夫二と看平姻きオτるものである　（最高表曼乎月度元

　　牟㈱第93C丹平成5年3月い員第一小法準率鰍・民第一4．7巻4号2量

　　63購㌧　　’．　一　．　　　、　　一｝
　　　齢の鰯苧倒ま，一郷所のみが亨ずるものであり（麟8’条）・・

　　内聞は専ら法律を誠実に織脊すべき責務を集うものであるから’（懲法73・

　　条），縞脇る蝉を離である≒自ら辛鮒，その執破鮒ことは

　　許されず；この土と律，地方公薬園俸において行鼓の執行に当たる首長に

　　。ついても同蝉というべきである。　　　　　　　　■

　　　したがって，内閣や地方公共団体の首長は，．法襟の規定に従って適切に’

　　事務辛行州’掬．，一鰯平常早／すべき注亭義務を尽／さ卒亨叫

　　餓が．あるとの縮を倒することは窄いというべ幸セある市

イま午畔ネットの醐蝉始に当たり1内閣は岬人博雛率関連破

　　国会に提出し，榊岬嘩辞！附員1の樵の鯉」を跳ている‘

　　手と，欄干’お1・一蝉ヅ／燃1雌師は帥’㍗どからする．

　　と1内鰍内南総曜大軍及び総務大臣の行為導について。曲家賠償法ユ条

　　ユ項が適用される余地は匁い。

　　　そして・被鵠嚇事1こついセも・鰹法の雛に従い・適銃に事務苧

　　行うことによって，職務上酒営庭く、守べき注意義務を尽くしているといえ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

’抽一
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　　　　るから，鰯豪賠後漢ユ条1項にいう違法があったと一の評価を受ける一余地は

　　　　柵・。

　　ω被告センダの責任につい下．

　　　．被告センターは、往睡法に基づき，一総務大臣から指定を受け足指定信輸処

　　　蝦機関として、被告県から委託された事務及ぴ局法に定められた事務を同法

　　　の建めるところに継い行うものであり・その事務の遂行については岬らあ違

　　　法．姓もない。・

　　　　したがって一級帥ンタ1ま一賭．らに対し・’栂行為にやく鱒賠1賞

　　　資任を負うものでぽ体い与

第4。季劇こ対する判断

　／　争，叙ωア（一プライバシー権と」しての自己情報コント噴一ル権に基づく差止請

　　求の可否）について

　　1一ユ）プライバシー権の保鯵

　　　　．騨1・3条は，すべての齪が個入として錘されることを保障してい6

　　　が，燭千と・して綾苓れるた舳ま一雄溝上の蝸予苧鮒る・子とが巧（珂

　　　火であるから．　「私．生澁老みだりに干渉されない権利」としてのプライバシ

　　　一鰍雛1・・条によ1離されて／・ると一いトきで帆さらに，畔．

　　　に情報化された現代社会においては。インター率ット毒を通じた値入惰難の・

　　　収免・利臥・提侠により姻人の尊厳が袴かさ払うおそれがある直そうすると，

　　　鰯岬巌を鯛するた岬・プヲイパシ喉単に嚇潜をみたrに

　　　干渉苧れない権杣と解するだミナでは足りず1，「みだりに自己め惰鞭を収集，

　　　雫1席・鰍さ午ない翻」（嘗’已粋ン16一ル権）をも紬権利で苧亭

　　　と解するのか相当セあり，このような自己清報コ．ソト自ニル権は、憲法ユ3

　　　条書こ其り保険李れているものというλきである。

　　121自己情報コントロール権の保護の対象となる傍報

　　　　住基ネッ．トにおい七本人め局意栓く鍵僕される本人確認桔報には，①氏名，

・■ ヨ黶f
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　　②生年月目，③性別，④窪砺，⑤住曳票月一ド、⑥変更情報が．ある。

　　　上記①か一ら④の基本4情榊ま、鰯1〕にみれば．個人識別のための単純な槍

　　報であってその殴りでは秘匿すべき必琴姓の高い信幸翌とまではいえ牟む＝由

　一しかし1藍本4僑擢を一体としてみた場合には，個入識別という側弼を超え、

　　押入の私嫡に聯干結びつく鋼として・離すべき必雛のある鯛と

　　な榊≒1’’うべきで狐1服は，’ストヵ一行苧等を行癖（ス1口

・カ㍗隙の蹄！こ鮒鱗牽2千2砕渕・に対しては・脚擦竿

　　で卒っても，開示されたくないと考え．ること・は・自然なことセあり，その期待

　　は保護の封鍾とたるというべきである。また，軍成15年5月30’管に施行

　　地た鰍騨織法は、蹴，紡朋を餉個人識別繍を鵜の糠・

　　としているこ．と（個人情報保護法2条ユ項）I従来、煩則として言崖でも僅民．

一辛本台帳の】部の乱を□雌できると←不い脳法は一平成18年苧凡．

　　一部改正され、閲覧することにできる場合を法律で遠める一二宏の場合に限定

　　し1干帥享段によ・る臓蝉鞭の買1榊繍の禁峠対す亭敏へ

　　の布幟猪鐙を強化した一こと（平成ユ’8年法穣第74号；U条，1ユ条の2，

　　4r条1・・条…条，・鵬亨・条毎。職・合竿秤†・♀・苧．・

　　により1平舳年～・自よ！・師・〕からも・師鰯のような倒・

　　人情報についても保護されるべき情報に当たるとの認識が広まっていること

　　をみてとるこ一とができる。

一．一 ﾜた・坪票十ドそ神体は・」！・1榊数字の羅列でトか鮎1が・．住．

　　毘一ぺ人に付された重複することのな㌔蝋の秤で苧り・腿ネッ．トに

　　おいては，基未4猫報｝共に鍵傑され，・本入確認清報の提供を奏けた機関等’

　　がこれを墓に琴該機関苧有」している僑報と結合することを予定していること

　　か今すると・．秘匿する必要栓の高い情報と．いうべきである右

　　　さらに，変更清報一についても，窪基ネット上。変更内容そ札自体が記録さ

　　・れるわけでは彼いが、性別及び氏名に歯寺る変動のみがIr職権修正等」とじ

こ流一



○石一10－2看；い徹舳：鑑賞　1丑務粥 鵜・簸 害　〃2フ

　て記録され（健基法7条1璽1号，．一同項3号。施行令30条g5第3音，施

　行現員習ユエ条・3項2毎），一これにキり，控別の変更，・精婚．離婚等の身分上

　の重要匁変動があったことを容易にうかがわせることに牟るか亭。秘睡する

　考要性があるという・べきである。

　　したがって、佳憂ネットにおける本人擁鰍青鞭は．一本としてみた場合，

　自己情報』ントロール権の保護の対象と在るというパきであり1また，一律民

　票＝コードはそれ自体，秘醒憧の高い嬬纐といえ一るから、どれも自己情報コン

　トロール権の保護の対象となるというべきであって．佳民は，願買出として，

蛇鯛意糺！ごこ舳卿童碑集、刹胤．提鮒予こと漉むこξゲ

　できる・とするの舛欄当である。

ω　自己構魏・コントロール樹；基づく’本件差止請事の可否

　ア．　「公共の福祉」による欄約

　　　械記グ）とおり，毒入確認傍報は，・憲法］3条を淵擦と二する塵、己糖報コン

　　トロール権によって保護されることからすると，市町村長が、他者に当該

　　螂朴蹴鰍甑蝉㍗ために！ま，千繊叩意郷こ
　　とが必要と・され杜と二に箏

　　　しかし1舵惰細ントポル権も一，絶対に梛摂蹄さないという権利

　　では牟く・公共g福祉によ叩勺を受けるとい㍗である・

　　　したがって、・本件差止請求等が認められるか著かは；住基ネットー牝おい

　　で，本人岬猷く未人確繍鞭駄提鮒亭ことが，公共の鰍に

　　・よる制約として森されるか夫かという観点から検討する必要がある目

　　　そして，当該制約が許・され一るか否かは，窪基ネットにおいて，本人確詫

　　情報を提鋲讐する昌二酌に必劉生．合製性があるか否か、本人確認情報の提

　　僕等の手段ク法が相当声・否かという基離によって判断すべき下あり！当該・

　　繍紬が許されることについそのその主張車鉦責任は，換皆ら渕にあるとい

　　うべきである。

一37一
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イ　目的の必要枝，合理佐

　同　漸記前提事実，按掲の各訂搬及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実

　　を認一めることができる。

　　自任歴湊の改正の経緯（ζ4，5，・49から．55，89から9・5）

　　　　自治箏周芦微舳に挙蝉験者割こより構成された唯闘

　　　率システムのネギト岬構築雛鮒る研究割を鯉レ職

　　　6年から干碑7年にやた・り・．般躰台繭務の㍗トワーク化につ・

　　　いて調査，検討を重ねた旦局研究会は、平成8字3月，’郡の地方公

　　　蝸牛において榊村の蝉越えた僅財ヤのネット㌃ク化

　　　の織みがあること・笛を踏まえ，地労分権化社会における相互遼携の必

　　　要性，高齢化社会の本格化等も考慮し，住民サーIビ主の向よ、・俵民藍

　　　本台娯事務あ効率化・広磁化一を図るために、金鰯約なネッートワニクレ

　　　大テム葦構築する必要坪ある。と報告した。岡報告で氏住渓透水台帳

　　　のネットワーク化・には，・①往跣基本台帳事務の効率化峰閥約4・60．

　　　別宇に上綿入・帥蛾年鰍寧400桝に．ヒ維麟寡し響

　　　の棄行事務の勤事化）及び広域化（広域的な住民禦写し・の交付の案

　　　現ジ②好政機翻こおける本入確灘への利用，．③行政予続における住一

　　　卿尊し竿g添付の省略・㈱予科等踊化の予鱗と一印

　　　年勧一ド岬和る齪の禾1燭李の鮎といったメーづット完嶋

　　　るとしている。≦乙李9）。

　　　．その後，蜂法晦識の公辮を邸，平成ユO年3月。・晦纂一

　　　法一部改亜率ま舛魍議決建されパ歯会への鍵串，審議等を経て，平成

　　　U年改正俸憂湊ぷ成立し1着〕年8月工8日・に公布された（乙5一工）中

　　b一改正後の事傍

　　　　蟻法g改脇政秤は・・臨触とレて・鮒嚇・蹄自紳

　　　の鯛を目串し一ぺ一パー以購が興する行鮮続6オンライ

一3壇一
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イ化・微鯛のインタネット公辮を具幽目標とし（乙・・7

　5から7－7），箭敏幸続のオンライン化の前提’とレて；住基ネットに一

　よる本人確離制度を必要不可欠な章のとして位簿付けた｛乙工2）・

q　行政事務の効率化及ぴ娃良の便益の肉上・（乙正O．29）一

　　佳蓬ネットの導入により，佳民登録をしている帥台俸以外の自拾俸

や窪纂法上の観あ機灘讐が、これまで自治弥が鰯男1jに繰宥していた本

入確認僑報をデータと＝して容易に入手し、次のような行政竿続等書こお

いて利用できるキう．に守ったこと！こより・微予務の卿ヒ・蛾の

餓脇麟輔上孝咽ら牝ている・幸た1注勘一ドは■公的な、

身分鉦叩書とし十も錦する干・牛がで亭る・

（・〕．l1総r勺に柵れる鮒1行鱒苧（恩給・年神ジ資槻牌に縄

　・する行瞳事話（強設業の許何等）・に関する本人確鯉事務　　’

　　　齪は・牢寧帯のだ卿鋤届1継中譲の際の住贈の写し一1

　　を提出する必要がなくならだ由国の機闘等は、華人確細事務導を効」

率的に行む！・受1弾や鰍鍋の貌坪変更1鰍更を麟かつ迅」

　　遠に擁す亭こと牟できるように叶った1

　　，佳蕪ネット詰r次稼働後の王年間に捌．・て、各種年金1支給のため

　　の醐鱗が鋭された鰍は約509群，．・パスホニト’の中辮

の？政嚇に飾る鰯の叩叩さ咋伴竿は約舳万社

　　あった（乙5？）。　　　　　　」一　　i

（も）金印榊村における拝聴岬し鮫樽務1広域鮒）

　　　注戯‡，自己の暦佳しない地方自治体ピおいでも佳民票の一写しめ

　　交付を受けることができるよう1こならた。

（o）一転大転出事務．

　　．儀ガード触誠付繭鯛をす蝋転擬囎雌岬
　　不裏と有り．転出話醐垂の発行を受一けるためだ付に蛙出迎の市靱下村

一39一
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　　　窓口に赴く必要ぽ桂くなった暗転入地の市町村は一，転脚抱め市町材

　　　から電子データで情報を受け取ることができるよ」うに匁った。

　　ω．榊養・握出讐．弔統に関する本人確認寺務・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　　　　行路統のオンライン化を進める三とkキり1インドネットでI

　　　香種の中鏡，属鎖等を行うことができるkうにな三だ。また，併せ

　　　　て、公約個人認証サー．ビスを行う二とヤ、！！ターネットによる手

　　　続に飾る雫劉こよる情報の改ざ今や印すれを防止すること

　　　ができる（乙57から5－9〕。一

　　｛筍）　条例で室める事務

　　　　　条例の進めにより，各桝村鮎の利用サービス（藩祉サ吋ス，

　　　　分率施設の利用籍）に仕基カードを着順することができ’る（．乙6

　　　　至・）。　　　　　　一一　　1

k）以上のとおり，住基寿ットの導入は，行瑛事務の効率化，偉昆負祖の

　軽減；・．便益向上を質的としたものであるから，平成！正年敏疋僅基法の

　　立法目脈は倉醜必難があると鮒」ることができ・る。ま走・師

　　政府・雛牌の鶏坤舳こ進やら倣うになった蝋蝉

漆倣磁吻が，具卿勺には1プーパヤ，微手続のオンライ・

　　ン化、行政情報のインターネット公隙轄を目的とするもあであり，浅間

　　1手おけ舛ン㍗ン職の芦麟に照．らす〕撤報のオンラ㍗他一一

　　には，必要性，合理性が認め・られる。そして。行政率統gオンライン化

　　を行う光めには、佐峯ネ．ットの運用が郊鎧と1なるから，現壌階において

　　行われている電子政府・電子自治体の挺進も，平成1工年敗疋往基法あ

　　目的の必要性。合理性を根拠付けるものということ一字できる。．

　　　したがっ一で，一往墓ネットにおいて，本人確認靖報を提供等する目的に

　　は，埼薯佳，合理惟があると認めることギできる邊

ウ　手段としてや掬・当性・

二40一一



○ポ10一1看1 い撒舳；纐 …鰯鰐　　　　　　　　　　　　　　　鈍・簸 由　宕／2i

同　前記繭援事実，後猫の各証拠及び弁論の全趣旨によれば．以下の事実

　を誰めることができる晶

　自　通知・一提供する清離の内雀

　　　前説野則箆2・・■1い・・同）ρと枇鮭ネ州こお

　　いて。通糺拝駄弄岬’される僚輯ぽ，g氏名、②失年月臥③佳臥

　’車佳既⑤住民緊デート，j⑥変琴情報に限定されていち。その値の清

　　鞘が付加されて，鶴ネッ．ト上を瀧す亭ことはない。

い苧免＝II・融の解芳

　　　誠記餉鍵事実〔第2．／、制、ウ，ω及び周牡〕）のと一おり，泰人確

　　離船逓鰍は雛し郷榴手方は1’．桝去帳．都道繍繊■指

　　定憎翻処遇機簾及ぴ使基法上φ国の機開割こ限定されてい一る二’また、

　　指遣情報処饗機鰍丸帯議大里から指定を受けた被害センターのみし

　　か畔ゆい，一．　　’’　一．
　C」本人確総情報の提供・利用事務の限定　、

　　（盆）佳基法上の国の機関劉こ対する提’供

　　　　前記前提事実（第2，三，㈹，ウ，因，，b）のとおり，国の機関

　　　等に郷縫紺磁合は，舷鮒鋤ら峠事務艘に関し，俵
　　　　　｝
　　　民の屠往関係あ確語の定めに求めがあったときに限られる。

　　（砂．翻遺府県知事…こ対する擬機

　　　　純嫡道郷嫡に鰍する郷；繭鮒麟案！第い3

　　　同，ウ．坤，貞）．のとおち．注纂法讐の法令で定められた事務処理

　　　牟ために求められた≒き壬午限られる。

　　（c）布酎村長に対する提供

　　　　他の市断村妄に提供する場合も、前記繭提事実（第2，王，制、

　　　ウ・午い・・㍗ぴ局・）bと苧ダ／主琴法芦の準令で定められ

　　　た事務処穣，住民藤本省帳に閲する事務処理のために求められたと一一一

　　、

．一 S1一



ち書■ポ2畳11；ヨ苫洲；さ鱗　話搦鋼 誰・簿 毒　君ノ2丁

　　きに限られる。

くd）．都道府県勧請及び指定処理機関自身による零臓讐の制限

　　都道府燦知事及ぴ指定信鞭処理機醐ま，住塁湊で定めちれた場合

　　を除き、榊村長から融唯受けた率僻鱗靴禾1凋叉は提僕し

　　ては芦らないとされている。帷製法30条の30）。，　　　一　一

（e）受領者の利用及び提供の制限

　　　米人鰯蝉雌雫批湊碓めにより本人里亭認惰鰯の提供を

　　枠ること満されている編の遂行1手螂繍内で1受領し乍

　　本人確認構轍を利既捌典するものとしモ当該事務処理以外の『一的

　　のために葬1幌、提飢ては桃ないとさ岬・る1亡盲磁・O条の一

　　34〕。

’d　　住民男…ゴードに関十る綿榔長

（且）．織票コードの繍手綱燦一

　　　市町村長，都道府県却事，指定情報処理機関及び住基法上ク）繭の・一

　　機闘響は，薩定された場合を除を，何人にも僅鶴秦コードの告知を

　　攻めてはねらない（佳．製法30条の42）佃　一

　　　榊ず村長。都遡常県矢博，揖走晴織処理機関梁び住華塗キの国の

　　機鱗以外梱ま，／可入も・胆と肝の地帯に属する者以外あ者

　　に対一し．住民翼コードの宥籾を求めては彼らない（崖憂湊30条の

　　43第1項）。　　・　　一’

　　　市附平・繊搬臓指定信輝魑秤灘及昨雑上卿

　　竺辮以外g紙その者が靴しマ了う㈱嘩し1纈契約竿・」

　　の欄手方、こ搬し，一任琵票コニドの告知を求めてはならない（佐基法

　　3φ条の43筆2項〕。・

　（も）使渓藁コードの豹㈱欄鰻

　　　市町村長，都道府県姉事，指定憤報処理機聞及ぴ僅無法」二の国の

L耳2一．



○春一1畠一昌6；1：目3苧㍊1機　粥鰐 鈍・鰺 苗川ノ27

　機関等以外の書…ま、葉として．住民票コードを付記し隼信轍をデー

　舎べニス化して1まならないく住墓濃30条の4．3第3項）。

（と）翻逆続県畑事による繊告，命令、罰則

　　一散記く註汲ぴ（b）による砦知要求，住民票コードを付記1、た嫡報のデ

　｝bぺ一ス化を行った場合において．都道腕県知事は、当該行為を

　　した者が更に友復してこれらの規定に違反する行為をするおそれが．

　あ名と認めるときは．．当該行為をした着に対し，当該行為の中．1ヒを

鮪し又は当該徽沖ヰされることを確保†るた削と必護神

　離紺べき一こξを勧苧すること吐きる1（住離・・条のチ・第

　　4項）、

　　I郷道府県知事は，敵記勧告を受けた者がその勧告ド従わないとぎ

　は一紬榊鰯鋤師を聴いて，そ雌に糺鰯を定や

　て，当該勧告に従うよう命ずることができる（佳基法30条の43

　第5項）。

　　上認命令に違反した者は，1年以下の勉役又は50万円以下の罰

　金に処される之住基法4－4条〕。法人の代表薪叉は法人潜しくは人

　　の代理人，．使庶人その他あ従事着が、．その法人又は人の業務に関し

て二前融合職し走と・まは・・そg行為鯛するほ机ぞ咋

　入又は人に対し，前記罰金刑を耕する〔徐蔓法48一条）。

○　住甚カードめ交付対鐙著・

　　住墓カードは．寧語した創こ対しそのみ交イサされるものであg、す

　べての住民に交付されるものヤはない（佳基法30条の44）申

f　セキュ。リティ　｛乙】．，ユ．3，46の①）．

（a）技術的基準・

　　　佳基ネットーヒのデ∵タの送緒方法叉は磁気ディスクヘの記録及び

　　保存等の撞術的基準は．総務大臣が定めることとされ（施行規員1j2I

一樹＝



珀5一・1仏…直1 い車3P鵬；鱗．…鰯粥 ま署・熊 ハ）η

　粂．ら条．8条、！2条，ユ3条，王6条がら20条），単成王4

　年6湯王。o．冒、緯務大康は’総務省蕎示をもって、．セキュリーチ・イ率

　準｛乙1，4ユ）を定めた。セ」キュリティ基踊皇は，平成工5年5月

．27周（総務舘醐3－g1号。以下r第39ユ号榊ユ沖イ基

　準」」という拒乙3’の①〕、同年6凋29胃（総務省告示第60！号邊

　以下晩60王．号セキみリティー塁準」という坦乙3の②）にそれで

　れJ部改正された。また、．平成ユ5年5月2，7目，住民基本台椴カ

ー． Dドに財破鰍灘（総務紳示第・・旱去’灯r峰ガ・

　ドセキュリテ／基準」という。乙王6；42）．を定めた。

lb）専用回線の使用〔乙ユ，三3，46の①、②）

　　伽刷灘・一千・1雌け・住邸州，砕適髄線
からのデ㌃タ・め鰍を牡するため、・C§，雛鵬トバ及び指

．欄平理機叶バを緒臓副書鴎甲呼讐に本人確認

　憎載を提供する場合の都1首府娘サニバ又は指定櫓報虹撃機関サーバー

　と国の機関等サーバを繍ぶ電気通儘車線について，専用固練一（接緯

　先が固定・されており．閉定の伝送速度か餌証されている回線）を錠一

’崩している。

　一七キュリチン蓬準5により．既設ネットワrクと住基ネットを接

　続する場合にも，専用画繰の健用．フ．テイアウメールによる通信糊

　郷等を行うことが求められている。

（。）蹄艀の栂亙認証・締鰯1ζ王，ユ3）

∵キュリ子イ麟4一千服ぴ剛を受け1・住帯ツ・ト岬

　では1暗号技術評偏委員会において安全性が確認されてい葎玲開鍵・

　方式（対になる2つの鍵を弾1ってデータの暗層化’復号化を行う鰭

　着方途。鍵の片方は勉人に広く公開されるため公開鍵と碑はれ、も．

　う片方は華人だけが分かるよ’うド厳重に管理されるため秘密鍵と呼

一手4■



○ポ10－2壇；　ヨ：43P㍊；顕震　霊搦郵『 猫・懸 垂縦／27

　　　　飾る。）を翻し，一通鮒行うこと1こ．意肌た饒桐靴脇一・

　　　　されたことを相互に認証することとされている。・公開鍵方式におけ’’

　　　　る秘密鍵は、指定構報処理機関で磁》ンパー装置に封入設定後，当

　　　　該繍㍗パ機ご蝉卿辮1蛾倣め，第三†納．・一一

　　　　客を読み中レた・り，奏更するこ・とはできない。

　　　　　逓伝昔日手の細亜誰畿の過程で，その都度耐クシバ4装置内で一曹

　　　　骨抜術評禰委員今において踏告強度が認知されている暗号方式の一．

　　　　つにより・一瀦の都麟鰯母鍵宇設亭し1．岬劉こ公腿坤

　　　　に去ける李調鉦七階毎化したキで雛僻に継する暗髄儒カ聯

　　　　枇れ㍗！連信咋う・つのサ｝ミは・その輝織に手り一

　　　　暗号化して汁夕の節を行い．逓伝が終わればそ破麟号鍵は

　　　　廃棄さ幻、る。一

　　　（d）不正逓信の遮断にユ．3・｝一

　　　　　症基ネットの通修プロトコル　（プ白ト＝コノレどは，手ツトワrクを

　　　　介して』ンピュータ肘が蝉馳行ラ上で，1植一に帥一ら徹約東’

　　　　事の集合をいう。甲35）ぽ，T　C　P！！P．1↑閉｛雪mission　Co帆r一

　　　　舳伽叫／「倣も・tP・舳1プンタ］ネットやインげネ1．

　　　　　シト下鱗的に師され率プロト丸一帯35）を弾としている・

’　　　が，’独自のアプリケrションによる逓信．を行っ、ておグSMTP

　　　　　く亀子メールを送信する一ためのプロトコル。雫35），員丁㌻P

　　　　　（WWWデ】タ送信のためのプロトコル。中35）等、インターネ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　ツ．トで燭いられる汎用釣なプロトコルを使用していない。また，す

　　　　　べてのCSのネットワニク側，都道府県サーバのネット・ワーク鋼」・

　　　　　端末輝側■・牢定情報処撃機開サーバの金方向及ぴ国の機撃等．サーバ・’

　　　　　のネットワ』ク側に指定一緒報処霧機灘が不正侵入を監視するファイ

　　　　　アウ永㍗ル（以†r指定惰轍処理機関監視ファイアウォールjとい

r蝸一



臼嗜一10■葦置；1：白3P㍊1癬…・　1鰯粥 ‡轄・濠ミ； 宴13ノ量フ

　う、ファイァウォ｝ルとは．組織内の三シピュータ毒ツトワークヘ

　外部から侵入さ．れるのを防ぐシステム1文はそのようなシろテムが

　組み込まれたコンピュータをいう白中35）を設置し，イシターネ

　ットで用いられるプーロト目ルの通過を遮断するシステムを線用し，一

　24時間盛観している。

　　さらに・・雛鯛岬㈱辛・・ネットト州ご侵入綱鑓

　いDs）を設置し，常時監視を行う獄か，定期的にアクセスログ

σ）潮流っている。

　　コンビー一夕ウイルスに札下は・坪僑秤鯉郷こ㌣’て1

　二1ンピュー戸ウィルスg発生情報を欝酵入手し・憲期的に（危険摩

・の高いものは随時），パタ∵・ンファイルをすべての関連機灘に配布

してい孔一。また1・Sの㌣リテ生ル雫俵僧報宇岬1冠・

険度岬1も㈱■㌣ステ坤影響苧を1翻した上で1すべての関

　連機鰍こセキュリティふrル情報及ぴ録慮ガ法を通釦することとし

　ている．

（直）重要磁能室への入退譲管理　　　　　　　　　　　’

　　セキュリティ基準4一一王そば，重要機能室への入退室管理に関し，

・牛錺を限定し・入退鱗勘rド緯1｝榔賭か否かを確認す

ること，鍵叉は入鯉餓カ丁ドの解方法を定めることI．搬舳一・

　物品の内容を確認すること等が求められている。

lf）端末雑作の細

　　ヤギュリティ基準4一打陣．端末機（鶴ネット土の通信を行’

1国の鰯苧の電櫛癌の端榊も芦む〕の柵は・鰯任・

紡らの指示又は郡を受けた着が行う・こと。操儲がアクセ坤

鮎有してピることを鶴す予ζと。ファイル（呼気ディスクに記．

　録されているデータ等）の刹周を綱隈する方法を定めるこ1と，操作．

二4争’・一



○着一1（；一室δ；1：構P㍊i鍛…　朝務睡『 構・購 語　1－1コノ　2τ

　履歴を記鐸寸ること等が求められている。一

｛葛）電早計算機の管璽

　　セキニリティ基準4－5では，データの腔号化等を行うたあの秘

　蜜鍵を厳重に塀護するための外部漏えい防止捲餐を講ずること1C

　　S．都道滞県サーバ及び指定憎報処理機開サーバでは，・律蓬ネット

　の管翼及ぴ運脚こ必要午ソフトウェア学外のソフトウェアを作動き．

　せないこと等が求められている。．

（か構成機器及ぴ灘連設備讐の管親

　　セキニリティ基準一4・山7では．管理方法を調確化すること．芋清窟

　構報処躍楼蘭において稼働状況を監携すること、コ・ンピニニタウィ

ルス等の不正プログラム彿岬必のための餓ミ駆鱗置を講い

　発見時の必要な措鰻を定める；と等が求められ下いる。

（i）一イ主要≡カードあセキ主リテイ

　　佳基力午ドは，暗証番号の設定，中央演算処理装置付きφ半導体

　集積回繁（；C）．を組み込んだカードで一ある。住基カードは，条例

　の定めにより，’鉦基法で懇められたもの」以外の惰穀を搭載すること’

　．が・できる。住勘一’ドは，住畿．ヒの利馴こ供寺る鉢雰1凋領域と

　条鮒■凋離とに分けられ・それぞれ割1・当てられた蝉岬の頒．

　域に竿継記録岬，細鯛に纐された榊を読み取ること

　はできない仕組みとな．っている。また，佳基カードのセキュリ’テン

対策として・蹴畔の輝■青報の繍1叉1ま角鮒搬する年

　鑑みを保持することとされている惟藍カードセキュリティ基準与

　　乙ユ」6）。

・セキュリティに関する鮒テ外　　　　　・一
1芭）一佳詩バ翻雌の網燃（乙！3）

　　　平成ユ5年王月及び2項、すべての市町村は，一隻墓ネット及びそ一

一ヰτ一



報春一川一ヨδ：l　l」｛暑P軸；灘　霊務網 本岩・懸 芽15／2？

　　　　　　　　れに接統する籔存のネットワークに関し、　『個三民基木台・雌ネノトワ

　　　　　　　　㌧クシステム及びそれに接続している籔設ネットワークに関する調

　　　　　　　　斉撃j　｛乙／4）に基づく自己点検を実施した。・重要機龍室を設置

　　　　　　　　できない場合、重要機暑級ぴ磁気ディスク牽か盗ま丸だり，．権限の一

　　　　　　　’堆い靴より鰯にアクセスさ城い羊・うに適躰雛締うこと

　　　　　　　　’など鰻と肋れる7郡については、幸べψ柵村が鯨を達

　　　　　　　　鮒舳こ1雛脇．坪省及晦f呼躍準鰍1よる鵜一

　　　　　　　　が行われた。

　　　　　　　　　軍成16制こも二すべての榔下村は，調牽粟に基づき、セキュリ

．、，　　　　　　テ．イ射察にっいセ慶己点検を行った：乙48）。1一

…　　　　　　㈱川住憂ネットに対するベネトレージョンテス’奈1乙王6．）．

　　　　　　　　　被害センターは、平削一5年ユO月一10目から五2日．頼鯛

　　　　　　　　脆仰を零け・酷銚による｛纏ネ小予要機甲に対する

　　　、　ぺ朴レーシ1ジテス戸を行仇そ一9結準≒して・螂ツー／と

一　　　　　　　．C　Sとの間の・ファイーアウ会一ル，CSと庁内LANとの閥めファイ

　　　　　　　　アウオール・納L今舳のCS鰍！こ対一し・ファイアウザル等

　　　　　　　　め攻略を試みたが成功せず，脆膏珊1も見出せなかったと諸表した。

　　　　　　　　た㌣麟会呼甲ットの鰯外で’棚が一下叫舳

　　　　　　　　に対し市エック戸ス／．によ畔鮒蜘1．テ棚と庁

　　　　　　　　内LAN上のデ』タ送樹とおける高座在セキュリティレベルを維持

　　　　　　　　するたやの球を熟すべきで柵．との糖宇帥帆

　　　　　　　一1・）長野県の侵入実験（剛亭の①・⑳1・…．。ゆ・、・1・

　　　　　　　　　8の①から④，31．37、．乙王8，20から2．3）

　　　　　　　　　平成．／5年．9月からユ｝．ぷ凄ヤあ悶，畏璽チ京本人癌謹情報俵護審

　　　　　　　　議会の委員である書出柳太郎らによる調査チームが，長野焼内の一3

　　　　　　　　つの蝋体．（柵郡鱗呼．繍楠鰍平糠雛酬。
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O〇一10－2葛；l1－3P曲1踊擾　翌調瀦 猫・騒 封i岳／2τ

のC　S劉こっいて安全性を確認するための実験調査（長野県後入実

験）を打つだ（中12’め①，②．一28め①，乙・上8）也

　弼脅粁の窮｝次調査では1役嘩サーバ室内のHUB旧UBとは，

スター型LANで使われる集糠袋鮮．をいう。甲35），・隣接する雄一

設のLANポート．庁内L－A州こダイ．ヤルアップで接続されてし）る

出先機関のルータ（ルータとは，LANとLAN，．LANとWAN

の上うにネットワーク間年接続する機器をいう。浮草5）・に調牽用∴

ψビュー多を接続し禰養比醜村秤次雛では，。・，亨が　・・

格納されている役場サrパ室内のラッ’クを開錠し，CS老クメン条

｛こあ亭HU負に調査岬コンビュ｝タを接続して調蛮した。下調茸阿

・呼てば湖に構築岬線L千岬鵬して，叩鰍鹸．

接す確物から調螂コイギタを榊≒・・に興して離し

た。この岡智村及ぴ下諏訪町の調査め結果1庁内LANへの接続及

ぴ一C　S’ i端末では恋くサーバ）の管理箸権療を奪取することカ…でき

縦平調雫では、遠隔舳1イ．ンタニネッ」ト搬した優．

入集騨を行り危カ㍉適鮒セキュリテ’イパツ争一1セキ風リタィパツ

㍗1ま；ソフトgエフに野上の鯨カ糖し峠削嚇される・

緯担プdグラムをいう。琴一35）が嵩てられていたため，ファイア

・ウグル越し1と一サ」つの管鮮権限を鞭す名ご左郎一ぎなかった

・（平王3128の①）。

　’．平成1．6年2月一29局。裏野操侵入実験？錐終結果として。丁パ

ス㌃ド雛等の声題が舳．庁亨の榊から既擁裏トバや序．

榊叩トハに管鱗権限で績グプンできたぽカ㍉．データベース・一

へあアクセス制限にも間鰯があづ，住琵襲コ∵ドなどの個人情報を

含む重難データ牽確できた」・・一年夏ネッ／・・を餉箏レど

早一夕ネットウーグ上のサーバのOS赤斑鋤の脆弱性を含んだまま
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埴6－1o－26ミ 1≡4苧舳鱗　粥鯛 縄・良ミ； 拝1〃2丁

　　運用されており．一定の条件下においては，・一般に入手可能なツー

　　ルによる管理者権鰻の奪取も可能であった」，　「既存柱基サ］パと

　　C　Sとの簡に置かれたフナイアウォールについては．不要占思われ

’るポー〕ポ」／とは；一インター手ツ1坤雛において・畔の

　　欄手と同緒に接続を行うために至Pアドレスの下に誰けられたサブ

　　アドレスを1＼う自甲・・）岬’ている例があ咋ほか・ファイア

　ーウォこルのO　Sのバージ月ンが古く∫既知の脆弱姓を利用した攻撃

　　が行われる可能性が存在した」など，征基ネッート上．いくつかの脆

　　自維が鵬さ縦と給された（榊3，乙1．昌）。　へ

　　　1これに対し．総務省は，髪錫侵入実験は，ファイアウォールで防

　　倒された隊園内に攻撃端末をつなぐ准としていて調査手法に粥題が」

　　ある上，住基ネ，ト鹿係のいずれのファイアウォールも突破するこ

　．とができず，僅笈ネット毒俸にインターネットから侵入することは

　　できなかったというのであ声から，住基ネ。ット本体の本人確総俺椴

　　に対する異体的危険性は確認されなかったとの見解を表嚇したに

　一20カ｝ら2つ）；

　　　他方で，総務大臣の雛悶紹麟として総務省に設織された住民蓬木

　　台鮎川・クシステム綾融会1こ虹・て，総師の事撃馳

　　蛸から岬…に嚇のセ†ユ1ティバッチが施紅い’

　．ない、適切なパスワード管理ができていないなど一の闇題等があザ

　　舗町村めセキ皿リティ対策あ鮎を即必要があ肋どの細が

　’あり（甲ユー48），庁内L　AN，’C　S等に関するセキ．ユリティ対策

　　が擾案された（乙2I2）由

ト　秘密傑鰭義務

　　隼基法上，・市町村又は都道膚率の職員等（徒基疾30条の31〉，

　指定僑轍処理機開の役軸負欝｛僅基法30条の17）、未入娃調情報

一50一



○垣■〇一2者；11卓註夢醜；騒邊　…呈務瀦 擁・麗 穿1昌ノ2？

受領者の職責緯（佳基法30条の上7）には，秘密保持義務が繰せら

れている由

　誠記秘密録持義務に違反して秘密を漏らした喜に対しては，2年以

下の懲役又は…O　O方円以下の罰金に処する書の瑚封規定がある（俵

．憂法42条）。

i　提供憎報の管理状況．についての報告要請等

くa〕碗町村長は．必要に応じ．都道府縣口事を纏鉋して、国の機関等一

　二に対し。一本入確認溝報の管撃状況について轍害を求め一本人擁融情

　観の適切な管理グ）ためめ措置の実施について要誰を行うことと．され

　乍いる嘩6ぴ／・軸去ユリテイ鱗・6－81山）。

．（b）季雫都道府県知事は，・僅亀苧らの白戸の本入確認伸鍛の撰帯状況

　に関する滞報鶴示言脊求に獅え1掲事情報処理機関に対し、一国め機悶

　欝に対する撮僕状況について響告を余め、その糟報を保存すること・

と坤ている！苧…号セキ中イ麟・一一湘イジ

　．本人確認情報の提供状況の公表，

（直）　都道府娯蝕琴＝による。提供状況の公表

　　継肺鰍紡少なくとも省I蟻法上叩の機麟ド
　対する・本人確畿情報の提鱗状況について、離告書を作成し二これを」

　公表する（佐基法30条の7鋪8壇）I。一

（b）齪鱗処理鯛による裏供糊の公表

　　離騨平型機開は1．蛾）と臓報鵠を幟し“れを今

　零する（嬢法3・O条の1噺項、乙281・32峠の例。）。

｛Cプ季1幌状況の繭示

　　．鯛は・当該郡餓坪の輝人情報鱗条郷に途づき・舵の本入

確認辮甲の鰍棚に小て開示琳をすること師きる1乙・の

　②、47の①）。

一日1一



蓼毒■豊一261 ：一3州；損誤　鱗擁『 雑・麗 苗1宮一／2フ

k六十確認繍の織のための第三貴郷

｛a〕一都道府県における審議会の設蟹

　　　都道府蝶に憲くこととされた審議会は、市町村長から都道癖燦蜘

　　事二途矢口される本人確認情報の保護に捜し，調査審言………し，都道猪県

　　知事に建議することができる，（住基法3G条の9第i，2頃）臼

㈹　指定情報竿理機卿こおける牢人確認情報保護委員会の設置

　　　指定構毅処理機関に置くこととされた本人確認情報保護委員会は，’

　　雛繊府県鵬から赦される本人権締即麟に麗．し、’鮎

　　審議し．繕定情報処理機関の代表著に意見を述べることができる

　　（径銘法3d条め15鋪τ、2項）。

1’ ﾀ薮ネッ・ト懐連の清灘掘支い　　．　　一　　　．・

　　北海道斜畢郡斜里町め聯負が住歴ネット関薄の楕弾を含むデータが

　檎納されたCD．一ROMを自宅に持ち帰り，私用のパソコン内にその

　データを繰存していたと一こ・ろ、平成プ8年・1月から3月ごろまでの悶、

　パノコシかコンどユークウィルスに感染し．・住基ネットに魑遠するバ

　スワード（ただし．流出瞬には胸こ使用されそいなかったもの）を含

む情紬搬した、（榊74のρ㌧

・耽北鰯帯肺におい下はI平成王干撒び平成工7雫，複数

　回にゃたグ複数の職員が，．職務外で既存の偉皇システム端末簿によ

　り，住民の侮所。。鼠名卯鰭載（平成｝ξ年は，窪践蕪本台帳上の情報

　　　　　　　　　　　　　　｛すべｺ）を離トていたことが弾レた（曄王75g甲㌧

　　さらに・橿島県策自州郡稀蛛ヤはI平成！七年9月13目，行政9

’長が出席した敬老会打合せ会議において，俸民票コードを付した招待

　者名簿を配布した（甲／76’の②）。

榊　坪浜市の事例岬46；54の①。乙2，証人化剛　　　　　　　　　一

　　横浜嚇長は，平成王4一年7帽工Q演，平成い年改正佐基法i蜘れ・

一醐■



㈹一10’皇毫；い尋3州…擬　盟覇醸『 鵜・鱈 ギ”2フ

条2項のチ必要な捲勧である個人徳親像鞄こ閲する法婆傭か行われ

彼いま濠．住灘ネット運用が蘭始されることは問題であるとして，内

鰯総理大臣及ぴ総務大箆に対し一　唯疑基準台帳ネットワークシステ

ムの率施g延期を求める要望劃　（甲5毫あ①）を提出．←た。

　横浜沸長は．平成ユ4年8月5目の継華ネット第一次稼働の繭の準

備行為として、被告県知事に同月2日時点の本人確蕗情報を適鋼した

力1（乙2）・竿麟36条の戸’第ユ項の「本入麟忍竿報の敏雄璽・

のため！こ必要蝉勧と．して（花臨木1台員）、鶴ネット錨…次

稼働後の本人確認構報の逓一知は行わなかりた。I

糠鮪は・絨i・等・月平目から蹄1舳1戸．まで岬磯

浜帽に対し、横浜紬ら被鯛等への米人確認徽の激を希望し

な㌣・旨の紬を行う機会を与えたところ一帥の師で1鯛鉢台

帳人自346万0742人｛同月末の人口）のうち83万953’9一人．

の帝冠が搾通勤の中出をした（軍49）邊新匂ビ市琵となった者も非

餓1の触辛することができるオ㍉。’平加年2㍗．！日の蹄点での

非遜知論望者数は、住民基本台帳人局35！方6484人のうち83

万9760人であった（軍46あ②）。

蝉南は1平成キ・年期・濱・総紬との開で。鰍・鹸機一’

者の更新デニタ犀岬臨失蹄望者g更新さ午ていない旨めデータ幸遂．’

繕し，通知希望者にっい十は，伎墓ネットの運用を可能とする旨の合

憲をし A（乙2）府1月舳縦鮒琴審に閣†碓苧ネット

の干■岬が開始さ打た（停擬人5頁）グ

・離，一 G市では，．験継者のみに小て慾墓ネットの駅を行

ってい奉が・この減で率卒しているこ’とに？い下・．横醐1部6行

政字絨に辛いて，特に支障は生じていない（中4・6の②，花園証人王

3頁）。
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担5■〇一2高；1：徹舳；鱗　　量瀦翻『 雑・薦 由21／2フ

　　　　　ローI住基ネット軍用三ご要する費用

　　　　　　　総務省は、平成王召集ユρ月31目、平成一ユー三年度から平成ユ5帝

　　　　　　度辛で幟ネシト韓人経苧と．して舗約用叩I鶴ネツ雌

　　　　　　働後あ毎年の経費と一して合言争約1書。億円を要する1と発表した（被沓

　　　　　　国及び被告県準備書面18〕別紙1〕。低方、毎年先込まれる利益として・

　　　　　　は，行政側が合計絢240億円．住局側が合論約270億円であると・

　　　　　　試算した胴準鰯審繭3糖1j紙2〕、

　　　　　　　これ1三肌，．艮琴槻は。職16牢2月，舷ネツIト運営め帥対、

　　　　　　効果について，行政側のメリットと僅民側のメリットがら経費を擁除

　　　　　　した額は，平磁ユ5年慶1マイナス約5億4984刀閂，I平碑16年凌一

　　　　　　マイナ神・億7…耶てあら，職1・年度にプラス綿じる

　　　　　　ものの・導入騨碑鮒るとマイナ㍗菩秤・く・と百瀬した．（榊

　　　　　　の②）。ただし、この再試算においては；公的燭人認翫サービスーの活

　　　　　　用による畔トどス岬上・鮭予刊ざ妙目印脚こ十る午財

　　　　　　一どヌの胴上等の効果については数糖化されていない。

」　　　・1イ）上劃ア）の事実に基づき，住基ネジドが干撃の相事牲・を具備しているか

　　　　　否かについて判断する。

　　　　　葛欄φ一と鋤、鉦塞ネットに洲・吹は、一⑥験・鰍される情報の

　　　　　　内蒋．・週か提供される僻方．，本人鰯欄純利加き梯務等が

　　　　　　限建さ糺ていること，②崔基法で定められた者以外は，点景1」として、

　　　　　　住麟㌃ド牢腰榊刹脳燃舳’ること・③本入確雛

　　　　　　鰍外の師を鐵すること夢職雌墓カニドの交付は弾着のみ

　　　　　　に交付されるものであること，④通信にっき．閉鎖された専踊回線，

　　　　　　梱互郡幣調信，適！言プロトコルの糊鱒を採角しているこ壬、

　　　　　　⑤繕定値親処理機縄監襖フナイァウォ］ル等による2加害間監親が行

　　　　　　われ下いること、⑥住基ネット関連機誰と関する管建整獅奉けられ
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05－10一身者； 11尋3州1襲頚　誰搦尊競 砕購 申2官ノ27

　　　ていること．⑦住墓ネシト関連の事務に従事する職員箏に押しては秘

　　　密保持義整が課せられ，処・罰規・定が設けられていること，，⑧市町村長

　　　や委年雛燃嫡は，興した栂幸㈱猷況について雛を要請

　　　することができること．⑨都道府県知事及ぴ鵜定情報地理機関は提供

　　　状況を公表することとされ、佳民ぽ個人情報保護条例に基づき，自己

、　　の本人確認情幸磧の提供状況について開示請求することができる二と．一　　　　．。

　　　⑩紬徽び指牟燃醐1お！・て・本人鱗報の坤た

　　　め？第三者鰯を給するこ．ととされていること・畔キュリティテ

　　　・ストとして・すべ下の布町村は調壷禦に基づく禽・己点検を行い，その

　　　燦に基づき、離繍鰯機鰍鵬務省が1鰹幽軸行って

　　　一い午と・⑩雄センダが賄した仏トレ丁ショシテ柱で1ま。

　　　フデイ。アウォールの攻略を試みたが成功しなかったことが認められる。・

　　　　地方．長野庫倭人実験では．庁内LANへの接統に成功したことが

　　　認められるが，ファイナーウーオールを越えて．住墓ネット独自のネ・ツ

　　　トトク叩侵不に嚇したものではないしミCSの管酷権限鵬．

　　　鮎・調岬コンビュ旧タ辛蝉のサ」／雫率内州叩に態鰯す

　　　誉など物琴的な浸人を伴う態様で調査した籍果である牟ら1現実には1

　　　CSザ）管酵率限鰯さ㍗蝉が滞ψまいえず・綿入実

　　　験から直ちに佳基ネットの辛キ羊リティた商懸如あるとまではいえな

　　　い由．

　　　　また，北海道斜里郡斜盟町割；おいて，僕墓ネットに鯉連する情報

　　　や本入確認憎毅が鮎し午干とが率ね亭岬1・これらは，いずれも＝

　　　住基ネット上のセキ＾リチィ．の不備を療菌とするものではなく、職員

　　　らの誰識不足劉こ墓デく毛のであり，佳基ネット固有あ簡趨とは言い

　　　難い。・　　一　．　　　・　・　二」

　　　　そうすると。鮭墓ネットは1本人確認衛報を繰有．し得る主体及び傍

一ξ苫r
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報の内容が前記イの目的を達成するた抄ヒ必要な姑幽に限定され，榛

’報撫えい防」上に対しても、相応の措置が講じられているということが

できる。

　　また，離踊化社会を機として、嚇創雛社会の脇幽

化社会への対応等のため布町村単位を越え隼憎観のネットg一ク化を

蝸ことヂ必琴的かつ奮鋤であり・そのためには，．纏猷けを対

象とする町はな／，すぺてあ住民を艘とした鵜チッドの櫟が

必要である一ということができる。．

　　したがって，・．佳基ネットは，率段としての相当挫を備えていると語

　めることができる。．

bな拭本入確甲鯛鮒舛纏する必離の弗る鰍午ること・

憂蛾県侵入案駿の結果から明らかとなg一たように，重要機能室内ト物

醐搬入柚った船帥1パストドの蝉況予に十り・罐

’権限幸奪取1され誉危険性のある自治鯵グ存在一していた二と1平方自治

体の職員の認識不足等による住整ネリト関遼φ情報流出がみられたこ

・と、コンビ良一夕披術は員・々進化’していくものである．二と’崔基ネッ

　トのセキュリティに対する本費の声があること（中9等），横浜市毘．

の約4分の王は非適畑を希望してい一ること（等46・の②）、東京都鳥、

版のでネ／レ了シ蔓ン払／的．っ蝉坤及帷麟嚇
ット叶クシステ嫡率委畔が1舳・一・・のセキ平リティ対辮

を芦うべきとの鯛をψている三・と勃！らナると1住鰍ツ1を雫

　周していくためには、長野県侵入実験め結桑等も真筆に受け止め，庁

　内LA｛も含めて適切なセキ三リティ趨策の維紙痢上に努めること

　が不可欠で一あることを付茸する。

c’ ﾜた，原牢らは，窪纂ネットが鰹瀦釣効率化をもたらしていないこ’

　とを指摘するが，コストの濁睡は，攻策の妥当橦の問題である傾価が

一5直一
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　　　強いこと，僅基ネントの運用実施後，数年でその適否を半一ミ断すべきで

　　　はないこと，長野県が行った試算は、佳理ネットの効果を縄艦するも

　　　のでは彼‘，纏涛的効率地の面で佳基ネソトが無効であることを纐軍

　　　㌧得ているものではないこと、囎らの縫ネット．の選紬みを差し

　　　止めることはかえって州’の獣牽咋ら†ものであるこ中等から

　　　すれば、窪難ネットのコストの閥灘をもって，原告らの権利を繍絢す

　　　ることが不当であると緒言為付けることはそきないというべきである。

　㈲　名寄せ、データ÷ツチ．シグに関する原砦らめ主劉こついて

　　　原寅ら1辛。佳基ネットめ導入により。飼人偏灘の名。寄せ。デー。クマッ

　　チシグが劉三行叫珊行帥るおそれがあり。これが鮪らの自動

　　綿コントートル権を髄一．又は侵害するおそれがあると主張するこ

　　とから一、この点についても付言する。

　　　繭記認定事実のとおり、．’僻基ネシトにおいて、すべての地方公幾団体

　　が’有する使民の本人確語惜親を注基ネッ．トめ逓信国線を通じて錐約し得

　　・る徽は，雛情坪蝉饅のみである〃於？て，技術剛こは・指

　　定清報処聯鮒・搬琴コ吋を利札1’師芦1データマッチング

　　をし得るシステムとなっている；しかし，湘縦軸の≒洲，・指定

　　鰯鯉機鰍僅野上の事弾処酬一る州ご李人確鮪幣禾岬

　　．するこξを禁ヰされ，’本人確鮪鞭鰍した瀬勒の国の機鱗から

　　憎織φ提供を受…すること段で事ない。そうすると1住歴ネットにおいて一

　　は，住琵繁コードをマスターキーとして名繋せをしたり，本人確認情報

，　をそれ以森の情報とデータマッチングして情報を集約し，これを一括管

　　一理したりする主体は婁矧こは准いということができる自

　　　・また・一年蓬千ツ1この醐こより一1鋤鯛予苧餓紅雌む本

　　人確翠情報幸保有し籠ることになったためI抽象的1こ氏本人確認情識

　　を保有する園の機関等に情報照会．し、住毘票コニドをマスターキーとし

一首て＝一．
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て，本人確認惰鞍以外の情報美名．欝せ，デ㌣クマッテングすることがで

きゃことは事実である。しかし、鯨記前提事案のと苧り，儘基法上1水

入確認鞠の受蝉1ま’雛梼務処製以外の目的で一。鏑し定本入確

認情報去利痛，’提供することは禁止されているし、行政機関値入情報傑

’護法上も，行政機関が個人増報を保有・提供又は利用す季ことが許され

るのぽ・齢紬咋紬こ咋さ1い的外の畔瀬止され一

（触機鰯人蹄保雛3条，・8条1一項），紬機鱗の纐叙札

で．も罰則を伴う奇秘義務等が課せられている｛行政機関鰯人情報保護法

53条から55条）から、魏時点の法網下において，住民票コー．ドをヤ

デター午rとし下本人鵜情顯外の構幸瞑が鵬緒禽さ’れ予贈脆

険性が弗るとは認め難い。

　したがって・’一この昨闘する鰭らの室張は繍することが命ない。

なお・．唯蹴録岬千のネ㌣・トトク㈱築響に飾る研輪一

が作碑した耀害畜一（乙49）一や。平成≒7年6月2｝目1税撮鰯査会が

輝した幟卒醐・に率いて・納麟雛搬の導入に銑り1住基一

ネットや僅昆禦亭ニトの利用を椙摘している（印ユ37）。しかし，僅

願㍗ドを納岬甲として禾I」周するためには・俸カ」ドの和服、

ぴ住騨コードの臓胴が搬であ手ところ・甑・擬カニドの変一

付は希望着のみに限られ，住琵葉コードの黛簡利用は鑑止されているこ．

とから、現在の住墓絵の下で、偉民票コードが納税者醤号翻度に孝胴さ

れるこξによ。る名寄せ．のおそれがあると翠めるととはできな．い有二なお，

仮に・鵠票コJドをl！瀦鰍して11仰する場合！1は・鰯ト

　ドの民間利用を許寺ことになり一、データマシテングされる槽報量も轄段・

に広がること戸棚されることから・雛の住磁の下では・李大の同

意なレ子・。㈱繍として臓トドを雰1j予・鰍㍗こξは・．許一

されないこと声期ら中で苧る。　　　　　　　　　　　　　　　　　、

一醐一
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　　ユ配惰轍コハロール権に基づくヂ犠止融の陥につ！’て鵬論

　　　　以上に十り・鶴ネット？醐は，・その鰍必難二合雛が辞めら

　　　れ，手段もその・目的を…窒するのに槌娑なものといえることから，自己情報

　　　コントロール権に対する公英の繕被による制約として許容されるとするの

　　　が梱当である。・

　　　　したがって，自己憎毎コントロール権に基づく本件差止請求等について

　　　の原書らの主張は理由がない。

2　牽点ωイ（氏名権に基づく義上繕求等の可否）について・

　　賭らが識するように。鮭を中核として、甑とレて尊嚢さ札・他と論

　刑されて雛ゆ扱われることをり蓉と’する榛刹1手1漉か人格権の一内容として憲・

　法上保険されるとしても，佳疑票コ｝ドは・個人識別を容易にするために付さ

邦たものであって，練合らを番号のみで扱うもあでも。啄昔らを氏名・によって

　蝉男リし、取り扱うζとを妨げるものカもないから，住基ネットにより．」軍告ら

　の辛彊十る氏名棲が侵害されているとはいえない。

　　したがって、氏名権に基づく未件差止請求割ζろいでの原告らめま摂は理強・

が准い。

3　箏点ωウ（公権力による包績酌管理からの宮商権紅歴づく差j土請求緯の可

否）についてI

　　賭らが蟻するように1公捧州こよって亀繊に髄さ触い自蝪筆法

　。ト保障されるとして。も，前記のとおり’佳基港一上二1本人確鶏樗織の提供を受け

た機鱗が有するその幽鯛を収雄三管理亨る主体1枇く，それ柚の鯛

簿が輝別に有する情報について，僅民票コード緯をマスターキ…として差寄せ

　することは、繁一1柱されているから，住整ネットの運剛こより、公権力に・よる匂

　括的管理カニらの自由権が優書されているとはいえない。一

　　したがって、」公権力による包繕酌管理から一の百虫擁に基づく本件差止誘求等

についての原告らの主張も理餉吻い6

1’ ・卵一
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　4一争点12〕傾奢養育優請求の可否）について

　　ω　被告国の軍任

　　　　前記のとおり・，僅堪ネットの運用は，原告らの権利利益を違法に侵害する

　　　ものではなく・1また，個人情幸睡保護開遼5澁牟成立したのは平成ユ5年5月一

　　　30買であるが、市成｝1．年改正佳基法附貝11ユ条2頂の父ヨ翼からすれば、

　　　，噺要の猪勧．を羅ずることは樹予の条件とはされていないξ解すべき・であ

　　　り，むしろ，同条王項により・，公布の胃から超窮・して3年を超えない鑓鰯内

　　・において施術することが義務付けられゼいること牟ら’・被告国がこれに従い，．

　　　政令に上り平成互4年8月5目に施行員を虚め、．平成い年改正住基法を雄一

　　　行じたヒとに，国家賠償法上の違法は住いというべきである古．

　　　　したがべて、被害国に対する損害賠償請刺こついての原告らの圭彊は灘壷一

　　　が彼い。

　．12）被芦県及ぴ鱗センダの責任

　　　．一繭記のとおρ、住整ネッ」トの睦月は，煤告らの権利穿燃を遠浅に侵害する

　　　もので畔いから，蹄廠に從1’・一緒平の！醐榊事から雫託一

　　　を受け蝉センターがI佳基ネッ／翻1こ秤る予総行ったことに・酸

　　　賠償法」＝又は不携行為上の違法はないというべきである。

　　　　したがって，錯県岬鮪センターに対する損舗繍率に？いての原

　　　告らの干張や鮒苧帆．一

策5’結論

　　　以ヒの次第で・．賄らの坤求は1’ずれ鰯がないから・これ1を繍す

　　る二ととし、主文のとおり串嫉する。

横浜地方裁判所第4民事翻

＝帥一
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